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Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への県教育委員会の対応について 

 

１ 経緯 

 県内で国内初となる感染者が確認された令和２年１月 16 日以降、県教

育委員会では文部科学省の通知等に基づき、新型コロナウイルス感染症へ

の対応について、県立学校・市町村教育委員会及び県立社会教育施設への

周知、徹底を図ってきた。 

 

２ 臨時休業から再開までの動き 

(1) 県立学校及び市町村立学校の対応について 

ア ２月 28日の文部事務次官通知を受け、感染防止を図り、子どもたち

の安全、安心を確保するために、県立学校については３月２日から春

季休業の開始日までの間、臨時休業とし、全市町村教育委員会に対し

ても同様の対応を要請した。 

 

イ ３月 30日に、県立学校については、４月６日から２週間程度を臨時

休業とした。また、４月２日に、全市町村教育委員会に対して、県立

学校の取組を参考として、２週間程度の臨時休業等、感染拡大防止の

取組への協力を要請した。 

 

ウ ４月７日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」

という。）に基づく、国の緊急事態宣言が発令されたことに伴い、知事

からの協力要請を受け、県立学校については５月６日まで臨時休業を

延長し、全市町村教育委員会に対しても同様の対応を要請した。 

 

エ ５月４日に、国の緊急事態宣言が５月 31 日まで延長されたことに

伴い、知事からの協力要請を受け、県立学校については５月 31日まで

臨時休業を延長し、全市町村教育委員会に対しても同様の対応を要請

した。 

 

オ ５月 22日に、国の緊急事態宣言が解除され、県立学校の臨時休業を

終了し、６月１日に再開する場合に備え、学校の教育活動の再開に向

け、必要となる様々な配慮や工夫、留意すべき事項について、「教育活

動の再開等に関するガイドライン」として取りまとめ、「県立学校にお

ける教育活動の再開に向けた準備等について」を県立学校に通知した。

併せて、全市町村教育委員会へガイドラインを参考に、所管する各学
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校における教育活動の再開に向け、必要な検討、準備を進めるよう依

頼した。 

 

 【学校の教育活動の再開に関する基本的な考え方】 

○ 臨時休業終了後の学校の教育活動については、社会全体が長期に

わたり新型コロナウイルスとともに生きていかなければならないと

いう認識の下、次世代を担う子どもたちの健康には、より慎重に対

応する必要がある。 

○ 学校の教育活動の再開については、ガイダンスなどの準備期間、

分散登校、時差通学・短縮授業など段階的に行っていく。 

〇 学校の教育活動の再開後は、引き続き基本的な感染症対策の実施

の徹底を図るなど、新型コロナウイルス感染症の感染防止に万全の

措置を講じる。 

〇 今後の国の動向や県内の感染状況等により、段階的再開の日程の

変更はあり得る。 

 

カ ５月 25 日の国の緊急事態宣言の解除を受け、知事からの協力要請

が解除されることから、県教育委員会としての対応を以下の(ｱ)から

(ｳ)のとおりとし、同日に、「国における緊急事態宣言解除に伴う県立

高等学校における教育活動等の再開について」等を県立学校に通知し

た。併せて、全市町村教育委員会へ休業要請の解除と、今後の学校再

開についての適切な対応を依頼した。 

 

(ｱ) 県立学校は、６月１日から教育活動を再開する。 

 

(ｲ) 学校としての必要な受け入れ態勢を整えるため、５月 31 日まで

臨時休業を継続する。 

 

(ｳ) 臨時休業終了後の県立学校の再開にあたっては、ガイダンスなど

の準備期間、分散登校、時差通学・短縮授業など、段階的に行って

いく。 

 

(2) 県立社会教育施設の対応について 

ア ３月２日に、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ観点から、３月４

日から３月 15 日まで臨時休館等とした。（図書館は、サービスの一部

（窓口及び郵送（有料）による予約図書等の貸出及び返却、並びに電
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話、ファクシミリ、インターネットによる検索・調査相談）を継続、

金沢文庫は、改修工事のため休館） 

 

イ ３月 11日に、引き続き感染拡大を防ぐ観点から、３月末まで臨時休

館等を延長した。（図書館は、サービスの一部を継続） 

 

ウ ３月 24日に、引き続き感染拡大を防ぐ観点から、期限を定めず当分

の間、臨時休館等を延長した。（図書館は、サービスの一部を継続） 

 

エ ４月７日に、特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針

（以下、「県実施方針」という。）が出されたことから、４月８日に、

８月 31日まで臨時休館等とした。（図書館は、サービスの一部を継続） 

 

オ ４月 10日に、県実施方針が改定され、施設の使用停止及び催物の開

催の停止要請が出されたことから、４月 12日に、図書館において臨時

休館中も実施してきたサービスのうち、窓口で行っている予約図書等

の貸出及び返却を５月６日まで休止とした。 

 

カ ５月５日に、県実施方針が改定されたことから、図書館の窓口で行

う予約図書等の貸出及び返却の休止を５月 31日まで延長した。 

 

キ ５月 25日の、国の緊急事態宣言解除を受け、新型コロナウイルス感

染症に対する万全な拡大予防対策を講じた上で、以下の(ｱ)から(ｳ)の

とおり段階的に再開館することとした。 

 

(ｱ) 県立図書館及び川崎図書館については、予約貸出及び返却のため

の窓口サービスを５月 27 日から先行実施し、６月９日から再開館

する。 

 

(ｲ) 歴史博物館、金沢文庫（一部）、近代美術館（一部）については、

６月９日から再開館する。 

 

(ｳ) 生命の星・地球博物館については、施設内の燻蒸作業完了の後、

７月１日から再開館する。 
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ク  ５月 26 日に、県立の図書館や博物館で実施する感染拡大予防対策

の共通事項をまとめた「新型コロナウイルス感染拡大予防対策ガイド

ライン」を各施設に通知した。これを受け、各施設では、ガイドライ

ンに基づき具体的な対策マニュアルを作成した。 

 

３ 再開後の動き 

 (1) 県立学校及び市町村立学校の対応について 

ア ６月 24日に、県内の新規陽性患者数が減少傾向となっており、６月

18 日に新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針が改定さ

れ、営業時間の短縮や県域を越えた移動の自粛の要請等が解除(ステッ

プ２へ移行)されたこと等を受け、５月 22 日に示した「ガイドライン

（高等学校・中等教育学校）」における県立高校等の段階的な再開の期

間等を変更し、「通常登校」の実施時期の前倒しを、以下の(ｱ)及び(ｲ)

のとおり予定することとし、同日に、県立高等学校及び県立中等教育

学校に通知した。 

 

(ｱ) 「分散登校Ⅱ」(６月 22 日～27日)及び「時差短縮Ⅰ」(６月 29

日～７月４日)までは、当初の予定の通りとする。 

 

(ｲ) 「時差短縮Ⅱ」(７月６日～８月 29 日)の期間中である、７月上

旬(６月 19 日から概ね３週間後)における県内感染状況が現状と同

程度である場合は、「時差短縮Ⅱ」の期間を１週間に短縮し、７月

13日から「通常登校」に移行する。 

 

県立特別支援学校については、感染すると重症化するリスクが高い

児童・生徒等が在籍していることなどから、教育活動の段階的再開に

ついては、より一層慎重に進めていくことが必要であるため、「ガイド

ライン（特別支援学校）」に記載した予定通りとする。 

なお、県内の感染状況や国の動向等により、期間等については変更

する場合がある。 

 

イ ７月３日に、５月 22日に示した「県立学校の教育活動の再開等に関

するガイドライン（高等学校・中等教育学校）」及び６月 24日付け「県

立高校等の「通常登校」の実施時期の前倒しの予定について（通知）」

を踏まえ、「県立高等学校及び県立中等教育学校における「通常登校」

に向けた部活動の再開ガイドライン」を、以下の(ｱ)から(ｴ)のとおり
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策定し、県立高等学校及び県立中等教育学校に通知した。 

 

(ｱ) 現時点で予定どおり７月 13 日から「通常登校」に移行した場合

は、感染症対策を講じながら公式大会やコンクール等への参加を含

め通常通り部活動を実施する。 

 

(ｲ) 各種目の中央競技団体等が作成したガイドライン等に示された

練習内容や競技実施上の留意点等も踏まえ、各学校の実情に応じ、

日頃の校内練習や大会参加に当たっての必要な感染防止対策を講

じる。 

 

(ｳ) 生徒の怪我防止には十分留意するとともに、部活動の再開時期が

高温多湿の時期となることから、特に熱中症予防に係る対応につい

て、顧問、生徒共に「神奈川県立学校熱中症予防ガイドライン」を

もとに、万全な対策を講じる。 

 

(ｴ) 部活動ごとに活動方針及び活動計画を作成することや生徒の健

康状態を把握することなどの「事前の確認事項」、健康観察票をも

とに、健康状態を確認した上で、参加させることなどの「活動前後

の留意事項」、「３密」の回避や、必要に応じて適宜、手洗いやうが

い、使用器具等の消毒を行うなど、感染防止対策に万全を期すこと

などの「活動時の留意事項」を踏まえ、各学校で部活動を実施する。 

 

ウ ７月３日に、市町村立中学校等で長期間にわたり臨時休業等が実施

されていたことを踏まえ、令和３年度の神奈川県公立高等学校入学者

選抜等における学力検査については、中学校で学習していないことは

出題しないという前提に立ち、その出題範囲を以下の(ｱ)から(ｵ)のと

おりとし、市町村教育委員会等に通知した。 

 

(ｱ) 公立高等学校入学者選抜における学力検査では、社会、数学、理

科については、学習指導要領に示された全ての学習内容を中学校第

３学年の１月末までに学ぶことは難しいと判断し、次の表の内容

（当該各教科の教科書において最後に学習する内容）について、出

題範囲から除く。 
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(ｲ) 国語、外国語(英語)については、３年間を通じて学習すべき内容

を繰り返し学ぶという教科の特性があり、学習指導要領上の特定の

学習内容を出題範囲から除くことは難しいと判断しているが、漢字

及び英単語を学習する順序が各中学校で使用する教科書により異

なるため、公平性を担保する観点から、漢字や英単語を問う問題（読

み・書き・意味）において、中学校第３学年で新たに学習する漢字

及び英単語は、出題範囲から除く。 

 

(ｳ) 学力検査の他、各校の特色に応じて実施する特色検査のうち、学

力向上進学重点校等で実施している、記述型の自己表現検査につい

ても、学力検査と同様の内容を出題範囲から除く。 

 

(ｴ) 県立中等教育学校入学者決定検査における適正検査では、公立高

等学校入学者選抜における学力検査と異なり、各教科で学習した内

容を問うのではなく、これからの社会で必要とされる幅広い教養を

育成していく上での基礎的な力を測ることから、出題範囲の限定は

行わない。 

 

(ｵ) 県立中等教育学校入学者決定検査におけるグループ活動（与えら

れた課題について、自分の意見をまとめた後、グループでの話し合

いを行い、集団の中での人間関係構築力の基礎的な力と中等教育学

校で学ぼうとする意欲や目的意識をみる検査）については、新型コ

ロナウイルス感染症の感染防止対策を講じて適切に実施すること

が困難であると判断し、実施しない。 

 

エ ７月９日に、新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議（以

下、「県対策本部会議」という。）における県内の感染状況に関する評

価を踏まえ、県立高校等については生徒の安全、安心の確保と、生徒

の学びの保障をさらに図ることを両立させるため、７月 13 日から予

定していた「通常登校」への移行については、生徒の通学時の感染リ

教科  出題範囲から除く内容（※）

社会  公民的分野で学習する内容のうち、「私たちと国際社会の諸課題」

数学  中学校第３学年で学習する内容のうち、「資料の活用（標本調査）」

 第１分野で学習する内容のうち、「科学技術と人間」
 第２分野で学習する内容のうち、「自然と人間」

※内容の単元名は「中学校学習指導要領（平成20年３月告示）」の内容に基づく。

理科
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スクを軽減するため、朝の「時差通学」と組み合わせて実施すること

とし、同日、以下の(ｱ)から(ｹ)の内容について各県立学校に通知した。

併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校あての通知内容を

伝えるとともに、感染拡大防止の取組みを引き続き徹底するよう通知

した。 

 

(ｱ) 朝の混雑時間帯を避けるため、始業時刻を概ね 30分程度繰り下

げる「時差通学」（授業開始時刻を通常の８時 50分から概ね９時 20

分以降とする。）を実施する。 

 

(ｲ) 「時差通学」による授業開始時刻は、学校や生徒の状況により各

学校長が判断する。 

 

(ｳ) 公共交通機関等の状況から、上記により難い場合は教育委員会と

協議する。 

 

(ｴ) 「時差通学」の継続については、原則として概ね３週間後の県内

の感染状況等により判断する。ただし、その時点で「時差通学」を

継続しない場合であっても、学校長の判断により個別に「時差通学」

を継続することは可能とする。 

 

(ｵ) 授業については、原則として各学校の通常の授業時間及び時間数

で実施する。 

 

(ｶ) 部活動については、感染症対策を講じながら、「部活動の再開ガ

イドライン」（７月３日付けで通知）等に基づき実施する。 

 

(ｷ) 学校行事については、感染症対策を講じた上で実施可能とし、今

後、実施に当たっての対応等を記載した「ガイドライン」を作成し、

各学校に示す予定。 

 

(ｸ) 県立特別支援学校については、５月 22 日付けで示した「ガイド

ライン（特別支援学校）」に記載した予定通りとする。 

 

(ｹ) 今後も、県内の感染状況等を踏まえ、「時差短縮」や「分散登校」

に戻すことを含め、教育活動の段階や期間等について検討し、変更
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することがある。 

 

オ ７月 17日に、県立高校等の「通常登校」の実施に伴い、各学校行事

の留意事項等について、「県立高等学校及び県立中等教育学校における

学校行事に関するガイドライン」として取りまとめ、同日、県立高等

学校及び県立中等教育学校に通知した。 

 

 【学校行事の実施に関する基本的な考え方等】 

○ 学校の教育活動に関する指導計画の見直しにあたっては、行事と

授業のバランスを取りながら、各学校や生徒の実情を踏まえて学校

行事の実施について判断する。 

○ 実施に当たっては、感染防止に万全の措置を講ずる。 

○ 今後の状況の変化に柔軟に対応できるようにする。 

〇 卒業式、入学式については、時期を改めて、留意点等を学校に示

す予定。 

〇 特別支援学校については、８月 31日からを予定している「通常登

校」の実施に合わせ、学校行事ガイドラインを示す予定。 

 

カ ７月 29 日に、県対策本部会議における県内の感染状況の報告を受

け、８月１日以降の県立高等学校及び県立中等教育学校の教育活動に

ついては、概ね 30分程度始業時間を繰り下げる「時差通学」を引き続

き実施することとした。その後については、８月下旬に県内の感染状

況等を踏まえ判断することとしている。 

 

キ ８月 26 日に、県立学校の８月 31 日以降の教育活動について、県立

高等学校及び県立中等教育学校については、「時差通学」の時間帯を拡

大して継続し、また、県立特別支援学校については、より慎重な対応

が必要な児童・生徒等が在籍していることを考慮し、「時差通学・短縮

授業」を継続することとし、同日、以下の(ｱ)及び(ｲ)のとおり県立学

校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校あ

ての通知内容を伝えるとともに、感染拡大防止の取組みを引き続き徹

底するよう通知した。 

  なお、これらの措置は、当面（概ね年内）継続する。 

 

(ｱ) 県立高等学校及び県立中等教育学校について 

   学校長が、地域の公共交通機関の状況を勘案の上、生徒の登校時
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にできるだけ朝の混雑時間帯を避けることができ、また、学校にお

ける通常の教育活動が展開できる範囲で、概ね８時 30分以降に授

業開始時刻を設定すること。 

 

(ｲ) 県立特別支援学校について 

〇 登校時刻については、学校長が地域の交通事情の現状等を改め

て確認し、必要に応じて設定し直すことも可能とする。 

〇 下校時刻については、学校長が、学びの保障（学校行事等に係

る授業時間の確保や、高等部における現場実習、進路指導等）や

校内の感染症対策に取り組む時間の確保、地域の交通事情、さら

には「放課後等デイサービス」への円滑な接続等、各学校の実情

を勘案し、概ね午後２時から午後３時 30 分の間で設定すること。 

〇 併せて、これまで「通常登校」移行前は原則として実施しない

としていた学校行事や、活動を一部制限していた部活動について

は、別に示す各ガイドラインに則った実施を可能とする。 

 

ク 11月 19日に、「令和３年度神奈川県公立高等学校入学者選抜等にお

ける、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る新たな対応について」

を取りまとめ、入学者選抜等における、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止の取組に万全を期すとともに、受検者の受検機会の確保を図

るため、 

〇 公立高等学校入学者選抜（共通選抜）における志願手続の郵送

対応について 

〇 公立高等学校入学者選抜における検査時の対応について 

〇 新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の対応について 

〇 新型コロナウイルス感染者又は濃厚接触者を対象とした「追加

の二次募集」について 

〇 県立中等教育学校入学者決定検査について 

などの対応をすることとした。 

 

ケ 11 月 20 日に、県対策本部会議における県内の感染状況の報告を受

け、県立学校の令和３年１月１日以降の教育活動について、県立高等

学校及び県立中等教育学校については、引き続き、朝の「時差通学」

の時間帯を拡大して継続し、また、県立特別支援学校についても、こ

れまでどおり「時差通学・短縮授業」を継続することとし、同日、以

下の(ｱ)及び(ｲ)のとおり県立学校に通知した。併せて、全市町村教育
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委員会に対しても、県立学校あての通知内容を伝えるとともに、感染

拡大防止の取組みを引き続き徹底するよう通知した。 

なお、これらの措置は、当面（概ね年度内）継続する。 

 

(ｱ) 県立高等学校及び県立中等教育学校について 

学校長が、地域の公共交通機関の状況を改めて勘案の上、生徒の登

校時にできるだけ朝の混雑時間帯を避けることができ、また、通常の

学校における教育活動が展開できる範囲で、概ね８時 30 分以降に授

業開始時刻を設定すること。 

 

(ｲ) 県立特別支援学校について 

〇 登校時刻については、学校長が地域の交通事情の現状等を改め

て確認し、必要に応じて登校時刻を検討・設定することを可能と

する。 

〇 下校時刻については、学校長が、学びの保障（学校行事等に係

る授業時間の確保や、高等部における現場実習、進路指導等）や

校内の感染症対策に取り組む時間の確保、地域の交通事情、さら

には「放課後等デイサービス」への円滑な接続等、各学校の実情

を勘案し、概ね午後２時から午後３時 30 分の間で設定すること。 

 

コ 11 月 27 日に、県対策本部会議において、県内の新型コロナウイル

スの感染レベルが、ステージⅢ（感染急増）目前である危機感を共有

するため「ステージⅢ警戒宣言」が知事から発せられた。これを受け、

同日、以下の(ｱ)及び(ｲ)のとおり県立学校に通知した。併せて、全市

町村教育委員会に対しても、県立学校あての通知内容を伝えるととも

に、感染防止策を改めて徹底するよう通知した。 

 

(ｱ) 各学校においては、飛沫が飛び交うことによる感染リスクの低減

を図るため、授業や特別活動、部活動における、マスクの着用や適

切な身体的距離の確保や換気といった感染防止策を改めて徹底する

こと。 

 

(ｲ) ５月 22 日付け「県立学校の教育活動の再開等に関するガイドラ

イン」等に示された「基礎疾患があるなど重症化するおそれがある

児童・生徒等」、「感染の可能性についての保護者の申し出に合理的

な理由があると判断する場合」の出欠席の取扱いについては、「校長
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が出席しなくてもよいと認めた日」とするとともに、ＩＣＴを活用

するなど当該児童・生徒等の学びの保障に取り組むこと。 

 

サ 12月３日に、県対策本部会議において、知事メッセージとして、国

が感染拡大防止に向けた集中期間としている同月 17 日までの間、特

措法第 24 条９項に基づき、事業者及び県民への感染拡大防止に向け

た要請がなされた。これを受け、同日、以下の(ｱ)及び(ｲ)のとおり県

立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学

校あての通知内容を伝えるとともに、感染拡大防止に向けた指導の徹

底について通知した。 

 

各学校においては、引き続き、児童・生徒等に対し、 

(ｱ) 基本的な感染防止対策を心がけ、日常生活のあらゆる場面で用心

を徹底すること。 

(ｲ) 12 月３日から 17 日までの間は、人との接触機会を減らすため、

外出は控えめにすること。 

 なお、このことにより、部活動等、学校の教育活動に位置付けら

れた活動を制限するものではない。 

 

シ 12 月 11 日に、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から 12

月３日付け事務連絡「学校における新型コロナウイルス感染症に関す

る衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～の改訂について」

により保健管理等に関する新たな考え方が示されたことを踏まえて、

県教育委員会が作成した「保健管理等に関するガイドライン」を改訂

し、県立学校へ通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、

県立学校あての通知内容を伝えるとともに、それぞれの地域や学校の

実情等に応じた対応を適切に実施するよう通知した。 

 

〇 学校で感染者が発生した場合の臨時休業について 

今回の文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に

関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～の改訂に

ついて」では、これまで、感染者が判明した時点で、「濃厚接触者が

保健所により特定されるまでの間、学校の全部又は一部の臨時休業

を実施」としていた対応を見直し、「臨時休業を直ちに行うのではな

く、設置者において、保健所と相談の上、臨時休業の要否を判断す

ること」とされている。 
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県教育委員会のこれまでの対応は、改訂前の国の対応と同様とし

ており、県内の感染状況を踏まえ、当面の間、この対応を維持する。 

 

〇 マスク等の着用について 

学校教育活動においては、児童・生徒等及び教職員は、十分な身

体的距離（概ね１～２メートル）が確保できる場合や体育の授業に

おいては、着用の必要はない。ただし、十分な身体的距離（概ね１

～２メートル）が確保できない状況で、十分な呼吸ができなくなる

リスクや熱中症になるリスクがない場合には、マスクを着用するこ

と。 

 

〇 教室等の換気の徹底について 

冬季は、冷気が入り込むため自然換気を実施しづらい時期である

が、空気の乾燥で飛沫が飛びやすくなること、季節性インフルエン

ザ流行が懸念される時期でもあることから、徹底して換気に取り組

むこと。その際に、健康被害が生じないよう、児童生徒等に温かい

服装を心がけるよう指導し、学校内（授業中含む）の保温・防寒目

的の衣服の着用について柔軟に対応すること。 

  などの対応をすることとした。 

 

ス 12 月 15 日に、県対策本部会議において、知事メッセージとして、

医療現場の厳しい状況に鑑み、年末年始に必要な医療を受けられなく

なることが現実となる危機感を持ち、コロナを自分事として受け止め、

行動変容を強く促すため、改めて特措法第 24条９項に基づき、事業者

及び県民への感染拡大防止に向けた要請がなされた。これを受け、同

日、以下のとおり県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会

に対しても、県立学校あての通知内容を伝えるとともに、感染拡大防

止に向けた指導の徹底について通知した。 

 

〇 各学校においては、引き続き、児童・生徒等に対し、基本的な感

染防止対策を、日常生活のあらゆる場面で徹底し、特に、「飛沫に徹

底用心」を強く意識することなどについて、改めて緊張感を持って

対応するよう指導すること。 
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セ 12 月 25 日に、現時点の感染状況を踏まえ、県立学校の令和３年１

月１日以降の教育活動の実施に当たっては、当面、感染が拡大してい

る期間については、感染リスクの高い活動を可能な限り避けた上で、

学びを継続することとし、同日、以下の(ｱ)から(ｳ)のとおり県立学校

に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校あて

の通知内容を伝えるとともに教育活動の実施に係る留意事項を参考に

適切に扱うように通知した。 

 

(ｱ) 現在の感染状況に応じた授業及び部活動の実施にあたっては留

意事項に基づき適切に取り扱う。 

(ｲ) 出欠席の取扱いと学びの継続について、柔軟に取り扱う。 

(ｳ) 教職員一人ひとりが「教職員の感染防止対策」を踏まえた感染防

止対策を徹底する。 

 

ソ １月５日に、１月４日に開催された県対策本部会議における知事メ

ッセージを踏まえ、緊急事態宣言の発令も見込まれる中、改めて 12月

25 日付け通知で示した感染防止対策を徹底するよう県立学校に通知

した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校あての通知

内容を伝えるとともに、12 月 25 日付け通知で示した感染防止対策を

参考に、適切に取り組むよう通知した。 

 

タ １月７日に、特措法に基づく国の緊急事態宣言が発令されたことに

伴い、知事からの協力要請を受け、県教育委員会としての対応を以下

のとおりとし、同日に「国における緊急事態宣言に伴う県立高等学校

等における教育活動について」等を県立学校に通知した。併せて、全

市町村教育委員会に対しても、県立学校の基本的な対応を踏まえた上

で、それぞれの地域における感染状況等に応じた対応をとるよう要請

した。 

 

  【緊急事態宣言期間中の教育活動に係る基本的な対応】 

〇 本県の感染状況、国の対処方針等を踏まえつつ、「特措法に基づく

緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」に沿って対応することを基

本とし、感染防止対策を徹底しながら学校運営を継続する。 

〇 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所による濃厚

接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了するまでは、臨時

休業とする。 
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〇 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出欠席につ

いて柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組む。 

 

  ＜高校、中等教育学校＞ 

〇 朝の時差通学を徹底する。改めて公共交通機関の混雑時間等を確

認した上で、学校長が登校時刻を設定する。併せて、下校時の混雑

回避を図るため、授業については短縮授業とし、全日制課程は 40分

×６コマ、定時制課程は 40 分×４コマでの授業実施を基本とする。 

〇 今後、感染状況により、必要に応じて分散登校（オンラインを併

用するとともに、土曜日を活用し週三日登校を基本）に移行できる

ように学校長は、カリキュラム等の検討を進める。 

  ＜特別支援学校＞ 

〇 時差通学及び短縮授業を徹底する。改めて公共交通機関利用の児

童・生徒について、混雑時間等を確認した上で学校長が登下校時刻

を設定する。 

 

〇 学習活動について 

 ・ 感染防止対策を講じても、なお飛沫感染の可能性が高い学習活

動は行わないようにする。 

〇 部活動について 

 ・ 校内における活動を原則とし（平日の放課後のみ 90分程度、週

３回を上限）かつ感染リスクの高い活動は中止する。 

 ・ 大会等への参加については、原則不可とし、全国大会、関東大

会については、今後、開催の有無を確認しながら別途、学校長は

県教委と協議する。 

〇 修学旅行等について 

 ・ 延期または中止する。 

〇 入学者選抜について 

 ・ 感染防止対策を講じて、予定通り実施する。 

 

チ １月 14日に、現在の感染状況を踏まえ、令和３年度神奈川県公立高

等学校入学者選抜における新たな感染拡大防止の取組を以下のとおり

行うこととした。 

〇 令和３年度神奈川県公立高等学校入学者選抜における Web サイト

による合格発表。 

〇 中学３年生及びその保護者に確実な周知を図るため、令和３年度
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神奈川県公立高等学校入学者選抜において前年度から変更する点を

とりまとめたリーフレットを作成し、県内国公立中学校の３年生全

員に配付。 

 

ツ １月 27 日に、時期を改めて留意点等を示す予定としていた県立学

校における今春の卒業式・入学式の実施上の留意事項等を以下のとお

り整理し、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対し

ても、県立学校あての通知内容を伝えるとともに、それぞれの地域に

おける感染状況等に応じて適切に対応するよう通知した。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況等については、日々変

化していることから、今後の県内の感染状況等を慎重に見極めた上で

留意事項を変更する場合がある。 

 

〇 卒業式・入学式は、学校行事の中でも新しい生活への節目となる

最も大切な行事であることから、感染症対策に万全を期して実施す

ることとする。その際、学習指導要領の特別活動（学校行事）に示

された目標や内容を踏まえること。 

 

○ 実施に当たっては、次のように対応すること。 

・ 式場の換気、参列者のマスク着用、アルコール消毒等を徹底す

ること。 

・ 式場における座席の間隔は可能な限り広くとること。 

・ 式への参列者は、卒業生又は入学生、教職員及び式の進行に必

要な在校生の代表とし、卒業生又は入学生の保護者の参列も可と

する。また、来賓は招待しないこと。 

  保護者が参列する場合は、高等学校及び中等教育学校において

は、生徒一人につき保護者１名までに限定すること。特別支援学

校については、各校の実情に応じる。 

・ 式の内容の精選などの工夫により、時間短縮を行うこと。 

・ 国歌斉唱、校歌斉唱等については、式次第に位置付けること。

ただし、飛沫の飛散防止の観点から、歌唱は控えること。（国歌、

校歌、その他の歌は同じ扱いとすること。） 
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テ ２月２日に、国の緊急事態宣言が３月７日まで延長されたことに伴

い、知事からの協力要請を受け、県教育委員会として令和３年１月７

日付け通知の内容により引き続き対応することとし、また、卒業式の

実施に当たっては、令和３年１月 27 日付け通知の内容により対応す

るよう、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対して

も、県立学校の基本的な対応を踏まえた上で、それぞれの地域におけ

る感染状況等に応じた対応をとるよう要請した。 

 

 (2) 県立社会教育施設の対応について 

ア １月７日に、特措法に基づく緊急事態措置に係る県実施方針が出さ

れたことから、１月 12 日から２月７日まで博物館及び美術館につい

ては臨時休館することとした。図書館については、生徒・学生等に対

する居場所の確保と学びの保障の観点から、感染防止対策に万全を期

して引き続き開館し、開館時間を最大 19時までとした。また、イベン

トや講座等についても、募集も含め原則延期または中止とする。 

 

イ ２月２日に、国の緊急事態宣言が３月７日まで延長されたことに伴

い、県実施方針が改定されたことから２月７日までとしていた県立社

会教育施設の対応を、引き続き３月７日まで延長することとした。 

 

４ 今後の対応 

引き続き国の動向把握に努めるとともに、県内感染者の状況や県対策本

部会議の方針を踏まえ対応していく。県立学校については、児童・生徒等

の安全、安心の確保と、学びの保障を両立させる取組みを継続して実施し

ていく。 

また、県立の博物館及び美術館については、緊急事態宣言下においては、

引き続き臨時休館とする。 
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１　県立学校（高等学校・中等教育学校・特別支援学校）
（１）児童、生徒

期　間 感染者数 校 数

1 1

0 0

1人 1校

430 125

24 11
〔参考〕

454人 136校
県立学校児童・

生徒数
県立学校数

455人 137校 128,424人 169校

（２）教職員

期　間 感染者数 校 数

1 1

1 1

2人 2校

44 37

14 10
〔参考〕

58人 47校 県立学校教員数
（本務者）

県立学校数

60人 49校 11,401人 169校

（３）臨時休業（学校の全部）の状況

期　間 校 数

28

7

35校

３月から５月まで
（学校休業期間中）

６月から２月まで
（学校再開後）

３月から５月まで
（学校休業期間中）

６月から２月まで
（学校再開後）

校　種

高等学校・中等教育学校

小　計

特別支援学校

校　種

高等学校・中等教育学校

小　計

特別支援学校

合　計

高等学校・中等教育学校

県内学校における新型コロナウイルス感染症の感染者の発生状況及び臨時休業の状況

県教育委員会把握分（令和３年２月25日現在）

６月から２月まで
（学校再開後）

※県立学校児童・生徒数及び県立学校教員数(本務者）は、令和２年５月１日現在「令和２年度学校基本統計（学校基本調査報告
書）」より

合　計

小　計

特別支援学校

高等学校・中等教育学校

小　計

特別支援学校

合　計

特別支援学校

高等学校・中等教育学校

校　種

参考１
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（４）月別感染者数
＜児童、生徒＞ ＜教職員＞

月 感染者数 合 計 感染者数 合 計

高等学校・中等教育学校 0 0

特別支援学校 0 0

高等学校・中等教育学校 0 1

特別支援学校 0 0

高等学校・中等教育学校 1 0

特別支援学校 0 1

高等学校・中等教育学校 1人 1人

特別支援学校 0人 1人

高等学校・中等教育学校 0 0

特別支援学校 1 0

高等学校・中等教育学校 6 0

特別支援学校 0 2

高等学校・中等教育学校 27 2

特別支援学校 2 1

高等学校・中等教育学校 13 4

特別支援学校 5 0

高等学校・中等教育学校 7 0

特別支援学校 0 1

高等学校・中等教育学校 20 3

特別支援学校 5 2

高等学校・中等教育学校 77 8

特別支援学校 4 2

高等学校・中等教育学校 245 21

特別支援学校 6 2

高等学校・中等教育学校 35 6

特別支援学校 1 4

高等学校・中等教育学校 430人 44人

特別支援学校 24人 14人

高等学校・中等教育学校 431人 45人

特別支援学校 24人 15人

（５）県立学校児童・生徒の感染状況（学校再開後：令和２年６月から令和３年２月まで）
高等学校・中等教育学校

症状 割合 割合

有症状者数 70% 47%
5%
6%
0%
42%

特別支援学校
症状 割合 割合

有症状者数 46% 46%
13%
29%
0%
12%

（６）県立学校教職員の感染状況（学校再開後：令和２年６月から令和３年２月まで）
症状 割合 割合

有症状者数 81% 19%
5%
5%
0%
71%

※うち重症者は0人 学校内感染

家庭・学校以外の活動・交流等

海外からの帰国

感染経路不明

※うち重症者は0人 学校内感染

家庭・学校以外の活動・交流等

海外からの帰国

感染経路不明

感染経路

家庭内感染

※うち重症者は0人 学校内感染

４月 0 1

５月 1 1

３月 0 0

校　種

７月 6 2

８月 29 3

小計 1人 2人

６月 1 0

11月 25 5

12月 81 10

９月 18 4

10月 7 1

小計 454人 58人

合計 455人 60人

1月 251 23

2月 36 10

感染経路

家庭内感染

家庭・学校以外の活動・交流等

海外からの帰国

感染経路不明

感染経路

家庭内感染
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２　市町村立（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校）

（１）児童、生徒

期　間 感染者数 校 数

0 0

5 4

12 11

1 1

18人 16校

62 15

529 231

843 429 〔参考〕

12 5

1,446人 680校

1,464人 696校 659,165人 1,298校

（２）教職員

期　間 感染者数 校 数

0 0

1 1

2 2

0 0

3人 3校

12 11

54 41

128 99 〔参考〕

12 6

206人 157校

209人 160校 41,347人 1,298校

（３）臨時休業（学校の全部）の状況

期　間 校 数

8

59

80

5

152校

３月から５月まで
（学校休業期間中）

６月から２月まで
（学校再開後）

市町村立学校児
童・生徒数

校　種

合　計

市町村立学
校数

３月から５月まで
（学校休業期間中）

６月から２月まで
（学校再開後）

市町村立学校教
員数（本務者）

市町村立学
校数

合　計

小　計

小　計

小学校

中学校

高等学校

小　計

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

校　種

小　計

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

６月から２月まで
（学校再開後）

※市町村立学校児童・生徒数及び市町村立学校教員数(本務者）は、令和２年５月１日現在「令和２年度学校基本統計（学校基本調
査報告書）」より

合　計

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

校　種
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（４）月別感染者数
＜児童、生徒＞ ＜教職員＞

月 感染者数 合 計 感染者数 合 計
高等学校 0 0
中学校 0 0
小学校 1 0

特別支援学校 0 0
高等学校 0 0
中学校 3 1
小学校 9 2

特別支援学校 1 0
高等学校 0 0
中学校 2 0
小学校 2 0

特別支援学校 0 0
高等学校 0人 0人
中学校 5人 1人
小学校 12人 2人

特別支援学校 1人 0人
高等学校 0 0
中学校 1 0
小学校 2 0

特別支援学校 0 0
高等学校 0 0
中学校 2 1
小学校 9 5

特別支援学校 0 2
高等学校 2 0
中学校 17 1
小学校 61 11

特別支援学校 0 1
高等学校 0 1
中学校 20 2
小学校 40 2

特別支援学校 0 0
高等学校 1 0
中学校 28 1
小学校 54 4

特別支援学校 0 0
高等学校 8 4
中学校 39 7
小学校 52 8

特別支援学校 2 0
高等学校 17 2
中学校 150 11
小学校 155 28

特別支援学校 2 3
高等学校 31 5
中学校 251 31
小学校 415 63

特別支援学校 7 6
高等学校 3 0
中学校 21 0
小学校 55 7

特別支援学校 1 0
高等学校 62人 12人
中学校 529人 54人
小学校 843人 128人

特別支援学校 12人 12人
高等学校 62人 12人
中学校 534人 55人
小学校 855人 130人

特別支援学校 13人 12人
（５）市町村立学校児童・生徒の感染状況（学校再開後：令和２年６月から令和３年２月まで）

高等学校
症状 割合 割合

有症状者数 73% 32%
14%
2%
0%
52%

中学校
症状 割合 割合

有症状者数 55% 63%
5%
6%
0%
25%

小学校
症状 割合 割合

有症状者数 35% 82%
3%
7%
0%
9%

特別支援学校
症状 割合 割合

有症状者数 50% 33%
17%
25%
0%
25%

（６）市町村立学校教職員の感染状況（学校再開後：令和２年６月から令和３年２月まで）
症状 割合 割合

有症状者数 74% 17%
4%
10%
0%
69%

家庭・学校以外の活動・交流等
海外からの帰国
感染経路不明

※うち重症者は0人

感染経路

感染経路不明
海外からの帰国

家庭・学校以外の活動・交流等
学校内感染
家庭内感染

※うち重症者は0人

感染経路
家庭内感染
学校内感染

４月 13

７月 11

11月 101

小計 1,446人

学校内感染※うち重症者は0人
家庭内感染
感染経路

3

５月 4 0

３月 1 0

校　種

8

８月 80 13

小計 18人 3人

６月 3 0

19

12月 324 44

９月 60 5

10月 83 5

206人

合計 1,464人 209人

1月 704 105

2月 80 7

家庭・学校以外の活動・交流等
海外からの帰国
感染経路不明

家庭・学校以外の活動・交流等
海外からの帰国
感染経路不明

※うち重症者は0人
家庭内感染
学校内感染

家庭・学校以外の活動・交流等
海外からの帰国
感染経路不明

感染経路

※うち重症者は1人

感染経路
家庭内感染
学校内感染
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県立高等学校・県立中等教育学校の授業開始時刻の状況 

＜県立高等学校 137 校（全日制 135 校・昼間定時制２校）、県立中等教育学校２校＞ 

  
 
 授業開始時刻（令和３年２月 25 日現在） 

 

 

県立特別支援学校高等部の登校時刻の状況 

＜県立特別支援学校 29校＞ 

 
登校時刻（令和３年２月 25 日現在） 
  

授業開始時刻 学校数

8:35 1

8:45 1

8:50 5

8:55 1

9:00 14

9:05 4

9:10 29

9:15 10

9:20 40

9:25 6

9:30 22

9:35 1

9:40 3

9:55 2

計 139

（通信制である、横浜修悠館高校を除く。） 

※ 通常の授業開始時刻は、概ね 8:50 である。 

 （一部の県立高等学校を除く。） 

参考２ 

※「通常登校」時の登校時刻は、概ね 8:30～9:00 である。 

 

※ 表は、平塚盲学校、平塚ろう学校、横浜南養護学校以外は、公共

交通機関を利用することの多い高等部知的障害教育部門の登校時刻

である。 

 

※ スクールバスの運行については、学校長が地域の交通事情の現状

等を改めて確認した上で運行している。 

登校時刻 学校数

8:45 1

8:50 2

8:55 1

9:00 9

9:15 1

9:30 10

9:40 1

9:45 1

9:50 1

10:00 2

計 29
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Ⅱ 教育委員会における障がい者雇用の取組状況について 
 
１ 概要 

平成 30 年８月、公務部門における対象障がい者の報告誤りの実態が全
国的に判明し、本県においても再点検を行った結果、教育委員会、知事部
局、警察本部において、誤った報告を行っていたことが判明した。 
平成 30 年６月１日現在の障がい者雇用率が法定雇用率を下回ったこと

から、障害者の雇用の促進等に関する法律等（以下「法令等」という。）
に基づき、平成 31 年１月１日を始期とし、令和２年 12 月 31 日を終期と
する採用計画を作成し、国へ提出した。 
障がい者の採用については、教員、行政事務職員、小中学校事務職員に

加えて、令和元年度から学校技能員、令和２年度から県立学校の実習助手、
図書館等の司書等に職種・職域を拡大するとともに、会計年度任用職員を
雇用する「神奈川県教育委員会サポートオフィス」（以下「サポートオフ
ィス」という。）を令和２年７月に設置し、障がい者採用を推進している。 
しかし、令和２年 12 月 31 日現在の障がい者雇用率は 2.08％にとどま

り、法定雇用率（2.4％）は達成できなかった。 
  このため、法令等に基づき、令和４年 12月 31日を終期とする新たな採
用計画を作成し、２月に国へ提出した。 
現在、令和２年３月に策定した「神奈川県教育委員会障がい者活躍推進

計画」（以下「活躍推進計画」という。）に基づき、「誰もが、ともに生
き生きと働ける職場の実現に向けて」取り組んでいる。 

 
２ 障がい者雇用の状況  
(1) 障がい者雇用率の状況                    

（単位：人） 

 平成 30 年 

６月１日 

令和元年 

６月１日 

令和２年 

６月１日 

令和２年 

12月31日 

障がい者数（※）① 

（ ）内は実人数 

345.5 

（241） 

390.0 

(281)  

428.0 

（317） 

509.5 

（407） 

法定雇用障がい者数の 

算定基礎となる職員数② 

23,960 24,044 24,058 24,456  

障がい者雇用率 ①／② 1.44％ 1.62％ 1.78％ 2.08％ 

法定雇用率（2.4％） 

達成のための数 ③ 

575.0 577.0 577.0 586.0 

不足数 ③－① 229.5 187.0 149.0 76.5 

  ※ 障がいの程度や労働時間により換算した人数 
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(2) 常勤職員の採用状況 
                            （単位：人） 

      採用年度 
職種     

令和元年度 令和２年度 
 

教員    ２（１０）    ４（２０） 

小中学校事務職員    ８（ ７）    ８（１０） 

学校技能員   １４（１０）    ９（２５） 
実習助手（総合）    －    ９（１０） 

実習助手（職業）・ 
寄宿舎指導員 

   －    ０（ １） 

司書    －    １（ １） 

小計   ２４（２７）   ３１（６７） 

行政事務職員    １７【１５】   １１【２４】 

合計   ４１   ４２ 

  （ ）内は採用予定者数 

【 】内は行政事務職員の採用予定者数で知事部局等の他任命権者と合算した人数 

 
 (3) サポートオフィスにおける会計年度任用職員の採用状況 

（単位：人） 

職種     概要 令和２年度の採用数 

事務サポーター 教育局における事務補
助 
（チャレンジ雇用※1） 

 １５ （２０） 

学校技能サポーター 県立学校における環境
整備 
（チャレンジ雇用※1） 

 １６ （５０） 

ＩＣＴ支援員 県立高校等におけるＩ
ＣＴ業務 

 １８ （７５） 

学校業務サポーター 県立特別支援学校等に
おける事務補助 

 ３６ （２９）※2 

合計   ８５（１７４） 

  （ ）内は採用予定者数 

  ※1 民間企業等への就職を目指す障がいのある人を、各省庁・各自治体で会計年度

任用職員として雇用し、就労経験を踏まえ、雇用された方がハローワークなど

を通じて民間企業等への就職を目指す制度 

  ※2 年度中に採用予定者数を 59 人に増員。また、配置先を特別支援学校の他、行

政機関に拡大（行政機関には３人を配置） 
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３ 新たな採用計画 
 (1) 採用計画の概要 

・ 令和３年１月１日を始期とし、令和４年 12月 31日を終期とする採
用計画を作成し、２月に国（神奈川労働局）へ提出した。 

・ 法定雇用率が、令和３年３月に 2.4％から 2.5％に引き上げられる
（不足数は 25 人（＊）程度増加する）ことから、「法定雇用率達成
のための数」（障がいのある職員数）を 610人（＊）程度と見込んで
いる。 

・ 計画期間２年間のうち、初年度（令和４年３月 31 日まで）におけ
る法定雇用率達成を目指しており、退職等による減少も見込んで、令
和３年度は新たに 120人（＊）程度の障がい者の採用を予定している。 

＊ 障がいの程度や労働時間により換算した人数 

 
 (2) 令和３年度の採用 
  ・ 常勤職員の各職種について、令和２年度とほぼ同様の規模で募集し、

採用選考の手続きを進めている。 
  ・ サポートオフィスについて、現員からの継続者を含めた採用予定者

数の合計は、令和２年度と同様 174人としている。（新たに募集する
人数は、現員からの継続見込の人数を減じて実施） 

・ 募集にあたっては、令和２年度のサポートオフィスへの応募では、
事務系職種への障がい者のニーズが高いこと、また、令和３年度にも
相応の業務が見込まれることから、事務サポーターと学校業務サポー
ターの採用予定者数を増やすなど、各職種の採用予定者数の見直しを
行っている。 
 事務サポーター   30人（令和２年度当初 20人） 
 学校技能サポーター 40人（令和２年度当初 50人） 
 ＩＣＴ支援員    45人（令和２年度当初 75人） 
 学校業務サポーター 59人（令和２年度当初 29人） 
 合計        174人（令和２年度当初 174人） 

  
４ 活躍推進計画に基づく取組状況 
 (1) 数値目標（障がい者雇用率） 
   現状：2.08％（令和２年 12月 31日現在） 
   目標：2.50％（令和６年 ６月 １日） 
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(2) 令和２年度の主な取組 

項目 内容 取組状況 

推 進 体 制
の整備 

「教育委員会障がい
者 雇 用 推 進 会 議 」
（*1）の設置等 

令和元年度設置 
令和２年度はこれまで３回開催 
 サポートオフィスの取組、障が
い者雇用率、今年度の取組等の報
告・議論 

庁 内 検 討
会 議 の 設
置等 

「障がい者の活躍推
進に関する庁内検討
会議」（*2）及び検
討 チ ー ム の 設 置
（*3）等 

庁内検討会議は 12 月に開催し、今
年度の取組等の報告・議論 
検討チームは 10 月に設置、11 月に
今年度の取組状況の報告を行うと
ともに、意見等のヒアリング実施 

「障がい者活躍推進
検討委員会」（*4）
の設置等 

令和３年１月開催（今年度の取組
状況を報告し、委員会における意
見を令和３年度の取組に反映予
定） 

職員アンケート等の
実施 

障がいのある職員へのアンケート
を 10月に実施（悉皆） 
様々な職種の職員へのヒアリング
を 12～１月に実施 

相 談 先 の
確保等 

「障害者職業生活相
談員」の配置 

総務室、教職員人事課及び障がい
のある職員が５人以上いる所属に
配置 

庁内相談窓口の設置 職員本人や管理監督者等が相談で
きる窓口を総務室、教職員人事課
及び４教育事務所に設置 

国等の機関における
相談窓口の活用 

神奈川労働局に設置されている
「職場適応支援者」による相談窓
口を活用し、職員への支援を実施 

障 が い 理
解の促進 

全職員向け啓発資料
の配付等 

８月に全職員に配付 

管理監督者向け研修
の実施 

管理監督者（人権男女主任者）、
県立学校新任副校長、小中学校教
頭等に実施（新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、一部の研
修は資料配付や机上研修で実施） 

ｅ－ラーニングの活
用 

厚生労働省の「精神・発達障害者
しごとサポーター養成講座」等を
８月に周知し、障がい理解を促進 
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障 が い 者
採 用 の 取
組 

障がい者採用の募集
案内時の対応 

小中学校事務職員、司書及び学校
技能員について、採用後に従事す
る職務の具体例を県ＨＰに８月に
掲載し、応募者が働くイメージを
持ちやすいよう工夫 

「 サ ポ ー ト オ フ ィ
ス」の設置 

７月に設置。各職種を順次採用 

*1 教育局副局長（障害者雇用統括監）を座長に、教育局内の関係室課長や県立学 

校長の代表等で構成 

*2 県の各任命権者の人事担当課長及び関係課長で構成 

*3 県の各任命権者の推薦した障がいのある職員で構成 

*4 学識経験者や障がい者団体関係者等で構成 

 

 (3) 令和３年度の主な取組（予定） 
引き続き、４(2)の各取組を着実に進めるとともに、新たに次の取組

を実施・拡充する。 
○新・ サポートオフィスで、特別支援学校等の生徒の実習受入れ（イ

ンターンシップ） 
・ 全職員向け啓発資料に、障がいのある職員の声を掲載 

   ・ 管理監督者向けに、各所属での好事例や障がいのある職員の声を
掲載した資料を配付し、所属での取組や研修等に反映 

 
(4) 公表 

活躍推進計画に掲げる数値目標の達成状況及び取組の実施状況等を、
今後、周知・公表していく。 
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Ⅲ  教職員によるわいせつ事案防止対策の充実・強化について  

 

１  懲戒処分件数の推移  

懲戒処分の件数は、平成 18 年度の 27 件から、令和元年  

度には 17 件と減少しているものの、わいせつ事案について  
は、毎年度５～８件程度発生している。  
 

単 位 ： 件 、 棒 グ ラ フ の 上 段 の 数 値 は 合 計 件 数  

  
 

２  これまでの不祥事防止対策の取組  

県教育委員会では、全県立学校における「不祥事ゼロプ

ログラム」の実施をはじめ、初任者など階層別研修の実施

や、コンプライアンスマニュアルの作成などに取り組むと

ともに、懲戒処分の実施時には、県立学校長会議や市町村

教育委員会との緊急会議を開催し、再発防止の徹底を図る

などの取組を進めてきた。  
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※平成28年度の懲戒処分の件数27件には、入試選抜に係る事故による16件を含む。

※令和２年度は、２月末現在の件数。監督責任を除く。
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特に、継続的に発生しているわいせつ事案については、

セクハラアンケートの実施をはじめ、発生の端緒となる児

童・生徒とのＳＮＳ等の利用禁止や、具体的な事案を題材

とした啓発資料を使った学校長と全教職員との個別面談の

実施、更には懲戒処分の厳格化などに取り組んできた。

（参考１）  
 

３  不祥事防止対策に係る課題  

こ れ ま で の 取 組 を 通 じ 、 懲 戒 処 分 の 全 体 数 は 減 少 し て い

るものの、わいせつ事案は、毎年一定程度継続して発生し、

減少していない。また、令和２年度には、管理職によるわいせつ

行為や、自校生徒に対する盗撮などの悪質な事案も発生し

ている。  

こ う し た 状 況 を 踏 ま え 、 わ い せ つ 事 案 の 発 生 防 止 に 一 層

効果的な取組を充実・強化していく必要がある。  

 

４  「わいせつ事案防止対策有識者会議」について  

  

(1) 会議の設置  

    

  ア  目的  

    教 職 員 に よ る わ い せ つ 事 案 の 発 生 防 止 に 資 す る 方 策

等を教育長に提言する。  

 

  イ  所掌事項  

   (ｱ) これまでのわいせつ事案防止策の評価、改善  

     (ｲ) わいせつ事案の発生防止のための新たな方策   

など  

 

   ウ  構成員  

    精 神 科 医 、 臨 床 心 理 士 、 弁 護 士 、 県 立 学 校 の 代 表 者

及び市町村教育委員会の代表者の計５名  

 

  エ  設置期間  

    令和３年１月 28 日～４月 30 日  
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(2) 会議の開催  

 月日  内容  

第１回  ２月２日 (火 ) ・ 不 祥 事 の 発 生 状 況 と こ れ ま で

の取組の評価・課題  

・ わ い せ つ 事 案 の 発 生 原 因 等 の

分析と対応の方向性等  

第２回  ２月 12 日 (金 ) ・第１回会議の議論の整理  

・具体的方策の検討等  

 

(3) 検討状況  

これまでのわいせつ事案防止の取組の評価等を行うと  

ともに、具体事例（５例）に係る発生原因等の分析と、  

対応の方向性等を整理した上、わいせつ事案の発生防止  

のための具体的な方策について検討した。  

 

   ア  これまでの取組の評価等と課題  

    これまでの取組等について説明し、検討した。  

(ｱ) これまでの取組の評価等について  

    ○  主な意見  

・   これだけの取組を行ってきていることは一定  

の評価ができるが、取組は継続することが大切。 

・  わいせつ事案発生の背景等の校長への情報提  

供は、教職員の意識付けの観点からも役立って  

おり、今後も継続すべきである。  

・  生徒へのセクハラアンケート調査等は、わい  

せ つ 行 為 に つ い て 理 解 を 深 め て も ら う と と も に 、 

被害を訴える機会にもなることから継続すべき  

である。  

 

(ｲ) 課題について  

○  主な意見  

・ 教職員には、法令遵守意識の啓発に留まらず、 

子どもへのわいせつ行為が違法とされる法令の  

趣旨や、子どもに与える深刻な影響を理解させ  

る必要がある。  
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・  学校で問題がない教職員は、外側から不祥事  

の兆候を察知することがなかなか難しい。事案  

の発生原因の分析・検討が必要である。  

・  校長の面談等で不祥事の兆候等を見抜くのは  

難しい。管理職が教職員の心理状況や不祥事の  

兆候を把握する方法の検討が必要である。  

・  教職員としての自覚、教育の専門家であると  

いう意識を高め、教職員としてのアイデンティ  

ティを確立させることが、個人の資質によるわ  

いせつ行為の防止につながる。  

    

(ｳ) 委員意見等の整理  

a  不祥事防止プログラムの推進をはじめ、これま  

での取組は、教職員の不祥事防止の意識付けにつ  

ながる取組であり、一定の評価ができる。  

b  今後は、各委員の意見等を踏まえ、必要な改善  

を重ねながら、取組を強化・継続していく必要が  

ある。  

c  委員意見を踏まえた課題  

   (a) 教職員に対するより深い意識啓発  

(b) 教職員の心理分析等  

(c) 教職員の内面を把握する面談等の実施  

(d) 教職員の倫理意識の保持、向上  

 

イ  わ い せ つ 事 案 の 発 生 原 因 等 の 分 析 と 対 応 の 方 向 性 等  

について  

自校生徒へのわいせつな行為など具体事例について  

説明した上、検討した。  

(ｱ) 発生原因等の分析について  

   ○  主な意見  

・  子どもは性行為等についての判断が未熟であ  

り、大人によるわいせつ事案はその状態を利用  

したことになることや、子どもへの深刻な影響  

等について、教職員の理解が不足している。  

・  学校内の事案では、教職員が児童・生徒の相  

談等を行う中で、二者関係に陥ってしまい、  
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教職員が対応について判断を誤ってしまう。  

・  カウンセリングのトレーニングを受けていな  

い教職員だけで、生徒からプライベートな相談  

を受けることで、恋愛感情が生まれ、わいせつ  

な行為につながっている。  

・ 学校において、児童・生徒に対して、指導的な  

立場にある教職員の行動を抑止するシステムが  

ない。  

・  わいせつ事案防止の特効薬はない。特に個人   

の資質による事案の防止は難しいと思うが、ど  

のような対策が事案を減らすことにつながるか  

という視点で様々な取組を加えていく必要があ  

る。  

・  例えば、薬物依存症の場合などは、周りにど  

れだけサポートしてくれる人がいるかが、行為  

の抑止に重要である。  

 

(ｲ) 対応の方向性等について  

○  主な意見  

・  わいせつ事案は、児童・生徒に対する教育相  
談や指導の延長で発生している事案と、性癖等  
の個人の資質による事案に分けて考える必要が  
ある。  

・  児童・生徒の心の問題に絡むような相談であ  
れば、必ず他の教職員を交えて、複数対応を徹  
底することが必要である。  

・  教職員とカウンセラー（他職種）が併せて相  

談対応すれば、他の目があるとの意識が働き、  

気持ちを抑止することができる。  

・ 一人（個人）ではなく、組織として対応するこ  

と、日常業務において十分な連携を図ることが、 

非常に大事である。   
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(ｳ) 委員意見等の整理  

     a  発生原因等  

(a) 「児童・生徒へのわいせつ行為は、その未成熟  

な状態を利用すること」について教職員の理解  

不足  

(b) カウンセリングの専門知識等が不十分な教職  

員が相談等を行う際の児童・生徒との距離感誤  

認や判断誤り  

(c) 指導的立場にある教職員の行動を抑止する仕  

組みや、教職員のサポート体制の不足  

(d) 個人の性癖等  

 

    b  対応の方向性等  

(a) 学校における児童・生徒との関わり等から発  

生する事案と、性癖など個人的資質が要因とな  

る事案とに分けた対応の検討  

(b) 対応の視点  

・  未成熟な児童・生徒との関係性の理解促進  

・  児童・生徒との適切な距離感の認識  

・  児童・生徒指導における複数体制づくり  

・  教職員を組織的にサポートする体制づくり  

 

ウ  具体的方策（方向性）の検討等  

わいせつ事案の発生原因等の分析と対応の方向性等  

を踏まえ、これまでの取組の改善の方向性を整理する  

とともに、新たな具体的方策（方向性）について検討  

した。  

    (ｱ) これまでの取組の改善等について  

・  研修や啓発資料に児童・生徒に対するわいせつ  

な行為を禁止している法令の趣旨や児童生徒に与  

える深刻な被害の理解等の内容を追加  

・  校長等の個別面談の際、専門家の分析を踏まえ  

た留意事項等の追加  など  
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(ｲ) 新たな具体的方策（方向性）について（参考２）  

・  臨床心理士による個別事案の分析等  

・  同僚性の醸成に向けた組織的な支援・相談体制  

の充実  

・  「自分を見つめるチェックシート」の活用  

・  教育相談、指導における三者関係（複数対応）  

のルール化    

・  教職員の倫理意識向上  など  

※  (ｲ)については、第３回会議で継続検討の予定  

 

５  今後の予定  

令和３年３月  第３回開催  

         第２回会議の議論の整理  

具体的方策（方向性）と実施に向けた検  

討  

         提言案の検討等  

４月  提言のとりまとめ  

    提言内容を踏まえ、令和３年度の不祥事  

防止の取組に反映  
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項 目 概 要 

１ 通年で実施している取組 

不祥事ゼロプログラムの推進 

（H18～） 

〇 県立学校においては、「児童・生徒に対するセクハラ、わいせつ

行為の防止」を必須課題として、毎年度研修等を実施 

行政事務調査・指導等の実施 

（H11～） 

〇 教育局職員が、各所属を巡回して、児童・生徒との適正な連絡

方法の遵守、教科準備室等の状況について調査・指導を実施（２

年に１回） 

２ 研修等 

階層別研修における不祥事防止

研修 

○ わいせつ事案の具体例を取り上げ、遵法意識の徹底など、教育

公務員として求められる行動や意識啓発について指導 

校長等による個別面談の実施 

（H30.7～） 

○ 全教職員に対し、具体的なわいせつ事案に基づき、児童・生徒

とのＳＮＳの利用禁止等について、面接指導（リーフレット等活

用） 

３ 啓発資料等の作成・提供 

不祥事防止リーフレットの作成 

（H30.7～） 

〇 具体的なわいせつ事案について、背景・経緯、防止のためのル

ール及び懲戒処分を受けた場合の影響を明記し、わいせつ事案防

止に重点を置いた情報提供  

不祥事の背景等の情報提供 

（R元.9～） 

〇 教職員の理解促進のため、校長へ処分事案発生の具体的な背景・

経緯に関する情報提供 

映像資料（ＤＶＤ）による情報提

供（R 元.10） 

〇 盗撮事案を題材にした映像資料（ＤＶＤ）を配付し、各学校で

研修を実施 

４ 校内環境等（ルール等）の整備 
児童・生徒とのＳＮＳ等利用の

禁止の徹底（H28.4～） 

〇 児童・生徒とのＳＮＳ等の利用禁止 
〇 児童・生徒の連絡先（携帯電話番号、電子メールアドレス）の

適正な取得・管理方法の徹底など 
児童・生徒の連絡先の適正な取

得・管理方法の徹底（H28.4～） 

教科準備室等の適切な利用 

（H30.7～） 

〇 密室化の防止、管理職による日常的な巡視、施錠管理等の対策

を実施 

セクハラアンケートの実施 

（H18～（H25～毎年度）） 

〇 被害の実態等についてアンケートを実施し、セクハラの実態を

把握するとともに、事実確認及び被害に対応 

スクール・セクハラ相談窓口の

設置（H18～） 

〇 スクール・セクハラ相談窓口（県立学校児童・生徒対象） 
※専用窓口（県教委）、人権相談窓口（全校）に設置 

○ 教職員のセクシュアル・ハラスメント相談窓口（県教委） 

生徒及び教職員に対するセクハ

ラ防止意識の啓発 

【生徒】 
〇 啓発資料の作成・配付、セクハラアンケート実施時の啓発 
〇 相談窓口の連絡先が記載されたポスター掲示、カード配付 
【教職員】 
〇 スクール・セクハラ啓発資料の作成・配付 
〇 アンケート結果を掲載した啓発資料の作成・配布 

５ その他の取組 

「懲戒処分の指針」の改正等 

（H30.11、R2.4） 

〇 わいせつ事案へのより厳正な対処について明記 
〇 自校児童生徒へのわいせつな行為、セクハラを原則として懲戒

免職に限るとするなど、処分を厳格化 

これまでのわいせつ事案防止の取組 

参考１ 
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具体的方策（方向性）等について  

１  事 務 局 か ら 提 案 し た 取 組 （ 既 に 実 施 し て い る 取 組 を 含 む ）  

⑴  臨 床 心 理 士 に よ る 個 別 事 案 の 分 析 等  

ア  取 組 内 容  

わ い せ つ 事 案 の 行 為 者 に 対 し 、 臨 床 心 理 士 に よ る 面 談 (ヒ ア リ ン グ )を
実 施 し 、 不 祥 事 に 至 る 背 景 、 経 緯 等 を 聴 取 の 上 、 専 門 的 な 見 地 か ら 原 因

分 析 を 行 う と と も に 、 再 発 防 止 対 策 等 に つ い て 提 言 を 受 け 、 県 の 取 組 に

反 映 す る 。  

イ  主 な 意 見 （ 要 旨 ）  

〇  性 癖 等 を 抱 え て い る 教 職 員 が い る こ と も あ る た め 、面 接 、心 理 分 析 は 、

臨 床 心 理 士 だ け で は 難 し い 。 精 神 科 医 の 面 接 も 必 須 。  

〇  個 別 事 案 の 分 析 で は 、 複 数 の 多 角 的 な 視 点 が 必 要 。 男 性 女 性 は も と よ

り 、 外 部 の 専 門 家 な ど の 視 点 が 必 要 。  
〇  臨 床 心 理 士 に よ る 個 別 事 案 の 分 析 は 、 非 常 に 大 切 。 た だ し 、 面 談 の タ

イ ミ ン グ 、 や り 方 に つ い て は 十 分 な 配 慮 が 必 要 。  
○  臨 床 心 理 士 に よ る 面 談 が 、 行 為 者 の 処 分 等 に 影 響 を 与 え ぬ よ う 、 事 務

局 が 聞 き 取 っ た 内 容 を も と に 調 査 し 、 必 要 が あ れ ば 、 臨 床 心 理 士 に よ る

追 加 の 聞 き 取 り を 行 う 方 法 が 良 い と 思 う 。  
○  周 囲 の 管 理 職 や 養 護 教 諭 な ど 、 傷 つ い た 子 ど も た ち の 周 り に い た 教 職

員 か ら も 話 を 聞 い て 、 ど う す れ ば 防 止 で き た の か 考 え る 必 要 が あ る 。  

な ど  

⑵ 同 僚 性 の 醸 成 に 向 け た 組 織 的 な 支 援 ・ 相 談 体 制 の 充 実  

ア  取 組 内 容  

初 任 者 等 の 児 童 ・ 生 徒 に 対 す る 不 適 切 な 対 応 や 、 職 務 上 の 課 題 の 抱 え

込 み な ど を 防 ぐ た め 、 初 任 者 指 導 員 や 管 理 職 が 連 携 し 、 組 織 的 な 支 援 ・

相 談 体 制 の 充 実 を 図 る 。  

イ  主 な 意 見 （ 要 旨 ）  

〇  学 校 内 で の 取 組 も 必 要 で あ る が 、 学 校 間 、 自 校 の 外 の 教 職 員 と の 情 報

共 有 も 重 要 。  
○  例 え ば 、 ア ル コ ー ル 依 存 症 や 薬 物 依 存 症 の 人 は 、 医 師 や 家 族 な ど そ の

人 を 信 じ て 応 援 し て く れ る 人 の 数 だ け 、 再 犯 率 が 下 が る 。 周 り に ど れ だ

け サ ポ ー ト し て く れ る 者 が い る か が 、 抑 止 に つ な が る 。  な ど  

⑶ 教 職 員 の 私 物 端 末 （ ス マ ー ト フ ォ ン 等 ） の 適 切 な 取 扱 い の 徹 底  

ア  取 組 内 容  
教 職 員 の 盗 撮 行 為 等 を 防 止 す る た め 、 緊 急 対 応 等 や む を 得 な い 場 合 を

除 き 、 教 職 員 の 私 物 端 末 で 児 童 ・ 生 徒 を 撮 影 す る こ と を 禁 止 す る 。  

 

参 考 ２  
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イ  主 な 意 見 （ 要 旨 ）  

〇  学 校 内 で の 撮 影 は 、 児 童 ・ 生 徒 、 教 職 員 を 問 わ ず 、 校 長 は 施 設 管 理 者

と し て 一 切 禁 止 と し 、 例 外 的 に 撮 影 を 許 可 す る こ と が 望 ま し い 。  
〇  教 職 員 の 私 物 端 末 で の 撮 影 は 禁 止 と し 、 学 校 行 事 等 で は 、 学 校 に 備 え

て あ る 機 器 で 撮 影 を す る こ と が 望 ま し い 。  
〇  児 童 ・ 生 徒 に 対 し て も 、 他 人 を 撮 影 す る こ と が 、 な ぜ い け な い の か と

い う こ と を 教 え る 教 育 が 必 要 。  な ど  

⑷ 公 用 携 帯 電 話 の 貸 与  

ア  取 組 内 容  

す べ て の 教 職 員 に 公 用 携 帯（ ス マ ー ト フ ォ ン 、携 帯 電 話 等 ）を 貸 与 し 、

勤 務 時 間 中 の 教 育 活 動 に お け る 携 帯 の 利 用 、業 務 上 の 連 絡 等 に つ い て は 、

手 段 を 公 用 の も の に 限 定 す る 。  

イ  主 な 意 見 （ 要 旨 ）  

〇  生 徒 が 在 校 す る 昼 間 に 、公 用 携 帯 で 生 徒 と や り と り を す る こ と は な い 。 

○  公 用 携 帯 が な く て も 、学 校 の 教 育 活 動 は で き る の で あ る か ら 、あ え て 、

公 用 携 帯 を 貸 与 す る 必 要 性 は な く 、 む し ろ 逆 効 果 に な る 。  
〇  公 用 携 帯 を 貸 与 し 、 私 物 端 末 を 職 員 室 等 で 一 括 管 理 し た と し て も 、 複

数 の 私 物 端 末 を 持 た れ て し ま っ て は 意 味 が な い 。 む し ろ 、 撮 影 禁 止 な ど

の ル ー ル を き ち ん と 設 定 し て い く こ と が 重 要 で あ る 。  
〇  夜 間 等 に 緊 急 事 態 に 対 応 す る こ と を 目 的 に 校 長 に 貸 与 す る の で あ れ ば

理 解 で き る が 、 わ い せ つ 事 案 の 防 止 に 効 果 は 期 待 で き な い 。  な ど  

 
⑸ 教 育 長 メ ッ セ ー ジ  

ア  取 組 内 容  

教 職 員 一 人 ひ と り が 、 不 祥 事 防 止 の 主 体 で あ る こ と に つ い て 、 教 育 長

の メ ッ セ ー ジ を 全 教 職 員 に 対 し 、 一 人 １ 台 パ ソ コ ン を 通 じ て 発 信 す る 。  

⑹ 県 ・ 市 町 村 教 育 委 員 会 不 祥 事 防 止 協 議 会  

ア  取 組 内 容  
不 祥 事 の 具 体 事 例 や 実 効 性 の あ る 取 組 等 に つ い て 情 報 共 有 等 を 実 施 す

る 。 ま た 、 重 大 な 事 案 が 発 生 す れ ば 、 こ の 協 議 会 を 通 じ て 、 再 発 防 止 対

策 等 に 係 る 取 組 の 徹 底 を 周 知 す る 。  

( 5 )、 ( 6 )に つ い て は 、 特 に 意 見 な し 。  
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２  委 員 か ら 提 案 さ れ た 具 体 的 方 策  

⑴ 映 像 に よ る 充 実 し た 研 修 資 料 の 活 用  

ア  内 容  

運 転 免 許 講 習 に 利 用 さ れ て い る 映 像 資 料 の よ う に 、 リ ア リ テ ィ の あ る

教 材 に よ り 、 教 職 員 に よ る わ い せ つ 事 案 が 、 ど の よ う に 本 人 、 家 族 、 学

校 の 同 僚 を 傷 つ け る も の か 分 か る 内 容 の 資 料 を 作 成 、 活 用 す る （ 若 手 教

員 、 ベ テ ラ ン 教 員 な ど 各 階 層 に 応 じ た 内 容 で あ れ ば な お 良 い 。）。   

イ  主 な 意 見 （ 要 旨 ）  

〇  映 像 は 非 常 に 情 報 量 が 多 い の で 、 不 祥 事 防 止 研 修 に 大 い に 利 用 し た 方

が よ い が 、 警 察 が 使 っ て い る よ う な 事 故 の 危 険 性 を 周 知 す る も の で は な

く 、 場 面 ご と に 適 切 な 教 育 相 談 、 指 導 の あ り 方 を 具 体 的 に 示 す も の を 作

る 必 要 が あ る 。  

○  映 像 は 非 常 に 効 果 が あ る が 、 危 険 性 を 訴 え て も 、 教 職 員 に よ っ て は 、

生 徒 と の 関 係 性 を よ り 強 め る な ど の 方 向 に 動 く 可 能 性 も 考 え ら れ 、 映 像

の 内 容 に は 十 分 な 注 意 が 必 要 。  な ど  

⑵  （ 教 職 員 が 自 己 採 点（ 振 り 返 り ）の で き る ）「 自 分 を 見 つ め る チ ェ ッ ク シ

ー ト 」 の 活 用  

ア  内 容  

わ い せ つ 事 案 に つ い て 、 専 門 家 に よ る 分 析 ・ 意 見 を 踏 ま え た 、 自 己 に

問 い か け 、 考 え さ せ る 内 容 の チ ェ ッ ク シ ー ト を 作 成 し 、 活 用 す る 。  

イ  主 な 意 見 （ 要 旨 ）  

○  チ ェ ッ ク リ ス ト で は 、 自 分 で 判 断 し て 、 自 分 の 行 動 を 改 め る こ と に な

る が 、 わ い せ つ 事 案 は 、 そ れ が で き な い 人 が 起 こ す か ら チ ェ ッ ク リ ス ト

の 内 容 の 精 査 が 大 事 。  

〇  チ ェ ッ ク リ ス ト の 意 義 は 、 あ る 要 因 を 持 つ 人 を 事 前 に チ ェ ッ ク す る こ

と に あ る が 、 実 際 に チ ェ ッ ク す る の は 、 な か な か 難 し い 。 し か し 、 全 く

や ら な く て よ い も の で は な く 、 防 止 に つ な が る 取 組 で あ れ ば 実 施 し て い

く べ き 。  

○  大 切 な こ と は 、 自 分 で チ ェ ッ ク し て 自 分 で 認 識 す る こ と で あ り 、 併 せ

て 、 教 職 員 が 心 理 面 で 相 談 で き る 環 境 も 必 要 。  

○  実 施 す る 場 合 は 、 人 事 権 を も つ 校 長 が 見 る こ と は 望 ま し く な く 、 限 ら

れ た 中 立 な 人 だ け が 確 認 す る 形 で な い と 機 能 し な い 。  

 ま た 、実 施 の 際 に は 、個 人 が 特 定 さ れ な い よ う に 、慎 重 な 配 慮 が 必 要 。 

〇  無 記 名 で 実 施 し 、 ア ラ ー ト が 出 た 場 合 に は 、 特 定 の 教 職 員 に 対 し て で

は な く 、当 該 学 校 全 体 に 対 し 必 要 な 研 修 を 追 加 す る と い っ た 方 法 が 良 い 。

個 別 的 対 応 は 難 し い 。  な ど  
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⑶ 教 育 相 談 、 指 導 に お け る 三 者 関 係 の ル ー ル 化  

ア  内 容  

児 童・生 徒 に 対 す る 教 育 相 談 、指 導 は 、教 職 員 と 児 童・生 徒 と い う 二 者

関 係 を 避 け 、 三 者 関 係 と す る ル ー ル を 徹 底 す る 。  

学 校 に お け る 教 育 相 談 等 で は 、 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー や ス ク ー ル ソ ー

シ ャ ル ワ ー カ ー と い っ た 専 門 家 と の 協 働 を 基 本 と す る 仕 組 み を 作 る 。  

イ  主 な 意 見 （ 要 旨 ）  

〇  児 童 ・ 生 徒 の 心 の 問 題 に 関 す る 教 育 相 談 、 指 導 に つ い て は 、 ス ク ー ル

カ ウ ン セ ラ ー を 含 む 三 者 で 対 応 す る こ と を ル ー ル 化 す る こ と で 、転 移（ 相

談 を 受 け る 教 職 員 が 児 童 ・ 生 徒 に 恋 愛 感 情 を 持 つ こ と ） 等 の 問 題 を 防 げ

る の で は な い か 。  

○  児 童 ・ 生 徒 と 相 談 等 を し て 終 わ り で は な く 、 要 点 を 記 録 し 、 教 職 員 間

で 情 報 共 有 す る こ と で 、 抑 止 力 に つ な が る 。  

〇  児 童 ・ 生 徒 は 、 養 護 教 諭 に 相 談 を し て い る 場 合 が あ り 、 養 護 教 諭 が 同

席 で き る 仕 組 み が 必 要 。  

〇  小 中 高 で 学 校 の 運 営 組 織 が 異 な る た め 、 そ の 実 態 に 応 じ た ル ー ル を 構

築 し て い く こ と が 課 題 。  な ど  

⑷ 教 職 員 の 倫 理 意 識 向 上 （ 犯 罪 対 策 の 準 用 、 深 化 ）  

ア  内 容  

教 職 員 と し て の 倫 理 規 程 を 策 定 し 、 教 職 員 と し て の 自 覚 、 教 育 の 専 門

家 で あ る と い う 意 識 を 高 め 、 教 職 員 と し て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 確 立 さ

せ る こ と で 、性 癖 な ど 個 人 の 資 質 に よ る わ い せ つ 事 案 の 防 止 に つ な げ る 。 

イ  主 な 意 見 （ 要 旨 ）  

○  性 格 や 性 癖 は 理 論 的 に は 治 せ る が 、 実 際 ど う 治 す か は 方 法 が 難 し い 。  

〇  個 人 の 資 質 に よ る 事 案 を 防 止 す る た め に は 、 人 間 性 、 教 職 員 と し て の

専 門 性 を 意 識 化 し て 、 専 門 家 ら し い 仕 事 を す る こ と が 、 邪 心 の 抑 止 力 に

つ な が る 。  

〇  教 職 員 は 教 え る 専 門 家 で あ る 。 医 師 、 弁 護 士 等 の 専 門 家 の よ う に 倫 理

規 程 を も ち 、 必 ず 定 期 的 に 「 自 分 た ち は ど の よ う な 専 門 家 な の か 」 を 研

修 等 で 徹 底 す る 。 教 職 員 の 倫 理 規 程 を 確 立 し た 上 で 徹 底 し 、 プ ロ と し て

の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 確 立 す る 必 要 が あ る 。  

〇  残 念 な が ら 「 教 員 と は こ う い う 人 で す 、 子 ど も は こ の よ う に 扱 い 、 こ

う い う 仕 事 を す る の が 教 員 と い う 専 門 職 で あ る 」 と い う 研 修 が な い 。  

〇  倫 理 を 教 職 員 一 人 ひ と り に ど の よ う に 内 面 化 さ せ て い く か が 課 題 。  

○  わ い せ つ 事 案 に つ い て 、 人 権 を 守 る 、 子 ど も の 権 利 を 守 る と い う の が

教 員 の 仕 事 で あ る と 内 面 化 さ せ て い く 手 立 て が 課 題 。  な ど  
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⑸ 児 童 ・ 生 徒 に 対 す る 心 理 教 育 （ 性 的 被 害 の 理 解 促 進 ）  

ア  内 容  

児 童 ・ 生 徒 に 対 し て 、 性 的 被 害 に つ い て の 認 識 を 深 め 、 自 分 の 人 権 を

守 る 意 識 を 醸 成 す る 教 育 が 必 要 で あ る 。  

イ  主 な 意 見 （ 要 旨 ）  

○  何 が セ ク ハ ラ や パ ワ ハ ラ な の か 、 そ れ は 人 間 が 本 来 さ れ て は い け な い

こ と で あ る と い う 認 識 を 高 め る 教 育 が 必 要 で あ る 。  

〇  今 ま で の 性 教 育 と は 違 っ た 、 自 分 の 人 権 を 守 る と い う 視 点 で の 取 組 を

県 と し て 小 学 校 か ら 高 校 ま で 成 長 に 合 わ せ た 形 で 作 っ て い く べ き 。  

⑹ そ の 他  

ア  主 な 意 見 （ 要 旨 ）  

○  内 面 に 性 癖 等 を 持 っ て い た と し て も 、 わ い せ つ 行 為 と し て 行 動 化 し な

け れ ば 問 題 に は な ら な い 。 行 動 化 さ せ な い た め に は 、 教 職 員 の 悩 み や ス

ト レ ス を 言 語 化 （ 例 え ば 何 で ス ト レ ス を 抱 え て い る か 口 に 出 し て 言 う こ

と 。） し 、 孤 立 さ せ な い こ と が 必 要 で あ る 。  

○  わ い せ つ 行 為 を 行 う 人 に は 、 も と も と 性 癖 を 持 っ て い る 人 と 、 ス ト レ

ス が か か っ た 場 合 に 転 が り 落 ち て し ま う 人 が い る 。  

  前 者 に は 、周 り の 目 が 入 る こ と が 非 常 に 大 事 で あ る 。後 者 に つ い て は 、

受 診 を す る 、 カ ウ ン セ リ ン グ を 受 け る 、 病 院 に い く こ と も 仕 事 で あ る と

認 め て い く こ と が 必 要 。  な ど  
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Ⅳ 新まなびや計画の取組状況について 

 

１ 新まなびや計画の概要 

(1) 概要と整備スケジュール 

      期間  

項目  

第１期  

（H28～R1）  

第２期  

（R2～R5）  

第３期  

（R6～R9）  

耐 震 対 策  
   

老 朽 化 対 策  
   

トイレ環境改善 
 

 

  

空 調 設 備 整 備  
   

高 校 改 革 推 進  
 

 

  

特別支援学校  

施  設  整  備  

 

 

  

(2) 整備事業費 

平成28年度～令和９年度の12年間で1,500億円程度 

なお、毎年度の具体的な施設整備については、予算審議を経 

て事業計画や整備手法を検討する。 
  

２ 令和２年度までの取組状況 

(1) 耐震対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) トイレ環境改善 

 

 

 

 

 

         小規模補強工事等 

 

         校舎の新・増改築、改修 

 

新校等整備、耐震・老朽化対策等  

 

使用頻度の高い特別教室等の空調設備整備 

緊急対策工事、長寿命化対策工事等 

便器の洋式化、排水管更新等 

 

見込

R1
まで

R2 計 進捗率 R3

高等学校 (注) 302 完成 113 47 160 52% 40 200 66%

特別支援学校 78 完成 78 78 100% 78 100%

計 380 完成 191 47 238 62% 40 278 73%

(注)中等教育学校を含む。

【洋式化率(R２年度末見込)】　高等学校　61％　　特別支援学校　96％

進捗率校種
対象
(棟)

合計

実績

内容

見込

R1
まで

R2 計 進捗率 R3

着手(注) 132 19 151 76% 12 163 82%

完成 31 13 44 22% 29 73 37%

着手(注) 12 - 12 100% - 12 100%

完成 3 2 5 41% 5 10 83%

着手(注) 144 19 163 77% 12 175 83%

完成 34 15 49 23% 34 83 39%

（注）耐震化工事実施に向け、既に設計業務（仮設校舎含む）に取り組んでいるもの

【耐震化率※(R２年度末見込)】 高等学校 82％　特別支援学校 98％

　※新まなびや計画以前の実施分を含む。

計 209

高等学校

特別支援学校

内容

197

12

進捗率校種
対象
(棟)

合計

実績
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(3) 空調設備整備 

 

(4) その他（令和２年度） 

ア  老 朽 化 対 策【耐震化と併せた老朽化対策】小田原城北工業高校など28校 

イ  高校改革推進【調査・設計】神 奈 川 総 合 高 校など５校 

【整 備 工 事】平 塚 農 商 高 校など４校 

ウ  特別支援学校施設整備【調査・設計】岩 戸 養 護 学 校１校 

【整 備 工 事】小田原養護学校湯河原校舎１校 

 

３ 令和３年度の取組(令和３年度当初予算額28,004,841千円) 

(1) 耐震・老朽化対策（23,622,332千円） 

【調査・設計】横浜緑ケ丘高校など33校 

【耐震化工事】麻溝台高校など46校（68棟） 

【耐震化と併せた老朽化対策】鎌倉高校など44校（63棟） 

      【仮 設 対 応】川崎北高校など42校    

 

(2) トイレ環境改善（2,791,844千円） 

【整 備 工 事】神奈川工業高校など44校（45棟） 

 

(3) 空調設備整備 （446,771千円） 

【調査・設計】高津養護学校など４校（14室） 

【整 備 工 事】平塚盲学校など４校（６室） 

※このほか、令和２年度11月補正予算により高校の特別教室29校 

(150室)を前倒し整備 

 

(4) 高校改革推進（802,894千円） 

【調査・設計】横須賀工業高校など５校 

【整 備 工 事】神奈川総合高校など２校 

 

(5) 特別支援学校施設整備（341,000千円） 

【整 備 工 事】岩戸養護学校など２校 

 

見込

R1
まで

R2 計 進捗率 R3

高等学校（注）特別教室 487 完成 0 100 100 20% 150 250 51%

体育館 18 完成 0 0 0 0% 4 4 22%

特別教室 51 完成 0 0 0 0% 2 2 3%

556 完成 0 100 100 17% 156 256 46%

 （注）中等教育学校を含む。

計

校種 内容
対象

（室）
合計 進捗率区分

実績

特別支援学校
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４ その他（令和３年度）   

県立学校におけるバリアフリー化の推進（490,073千円※）  

【トイレ環境改善】県立学校でみんなのトイレを整備   

【特別支援学校施設整備】小田原養護学校湯河原校舎のエレベーター等 

整備 
※各所営繕で措置する 15,000千円を含む 
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Ⅴ かながわ学校管理職育成指針（案）について 

グローバル化や情報化が急速に進展し、社会が激しく変化する中、

学校にはより時代の要請に応じた教育や学校づくりが求められてお

り、校長をはじめ管理職のリーダーシップやマネジメント能力がます

ます重要となっている。一方、本県教員について見ると、40 歳代から

50 歳代前半までの教員が非常に少なく、今後の管理職の計画的な育

成が大きな課題となっている。 

こうした状況を踏まえ、県教育委員会では、計画的かつ一貫した管

理職人材の育成のため「かながわ学校管理職育成指針」を策定する。 

１ 検討の経過 

令和３年１月19日 神奈川県教職員人材確保・育成推進協議 

会管理職登用部会 

令和 ２月５日 第２回神奈川県教職員人材確保・育成推 

進協議会 

 令和３年２９日 県・市町村教育委員会教育長会議 

（随時）  学校長へのヒアリング 

２ 前回の常任委員会以降の主な意見 

・ 不祥事等の不測の事態に対応する能力について、未然防止の

観点を加える必要がある。

・ 指針の対象を明確にする必要がある。

・ 若手の管理職登用を推進するなどし、学校現場を活性化して

もらいたい。

・ 管理職には、内外の意見を広く、しっかりと聴くことができ

る資質・能力が求められる。

・ 管理職は、自らの教育ビジョンを持ち、それをしっかりと伝

えることができる必要がある。

・ 管理職は、事故や不祥事など突発的な事象に対して、自ら判

断することが求められる。

・ めざすべき管理職像の指標及び管理職育成研修の体系につい

て、具体的な内容等を記載する必要がある。

・ 総括教諭にも、マネジメント力や経営力が求められる。

・ 如何にして、中堅教員から管理職へと育成するのかが課題で

ある。

・ 育成指針が、自分の仕事が足りてないという気づきになる資

料、自己研鑽、自己成長に活用できるものになると良い。
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３ 素案からの主な変更点 

修正等内容 修正等箇所 素 案 案 

不祥事防止の観

点を追記 

はじめに 

(１頁) 

本指針で示

す「めざす

べき管理職

像」 

(３頁) 

（記載なし） 

（記載なし） 

学校における教員の不祥

事については、「不祥事

ゼロ運動」などに継続し

て取り組んでいるが、重

大事案は後を絶たない。 

管理職は、教育公務員と

しての職責について教職

員に強く認識させるとと

もに、教職員への積極的

な指導・助言や、相互の

意見交換の場を設けるこ

となどのマネジメントを

通じて、事故や不祥事が

起こらない組織・風土づ

くりが求められる。 

対象の明確化 はじめに 

(１頁) 

（記載なし） 本指針の対象は、県教育

委員会が任命権を有する

県立学校及び政令指定都

市を除いた市町村立学校

の教職員とする。 

若手登用の観点

を追記 

管理職育成

の方向 

基本的な考

え方 

(２頁) 

管理職登用

について 

(23 頁) 

研修や上位職等によるＯ

ＪＴを通して伝え、意識

の醸成を図る。 

（記載なし） 

研修や上位職等によるＯ

ＪＴを通して伝え、意識

の醸成を図り、管理職へ

の若手登用を推進する。 

総括教諭等の段階から意

識の醸成を図り、管理職

への若手登用を推進す

る。 

めざすべき管理

職像に「多様な

意見を受け止め

る資質・能力」 

の観点を追記 

めざすべき

管理職像①

【率先垂範

できる力】 

(３頁) 

教育を取り巻く環境等の

変化に応じ、学校づくり

や教育活動をリードし、

部下教職員等の模範とな

り、リーダーシップを発

揮し、学校を動かし、支

え、発展させることがで

きる。 

教育を取り巻く環境等の

変化に応じ、多様な意見

を受け止めつつ、学校づ

くりや教育活動をリード

し、部下教職員等の模範

となり、リーダーシップ

を発揮し、学校を動か

し、支え、発展させるこ

とができる。 

めざすべき管理

職像に「自らの

学校経営のビジ

ョンを、明確に

示すことができ

めざすべき

管理職像② 

【統率し指

導する力】 

(３頁) 

教育者としての高い倫理

観と強い使命感に基づく

ゆるぎない信念と情熱を

もち、「かながわ教育ビ

ジョン」の理念のもとに

教育者としての高い倫理

観と強い使命感に基づく

ゆるぎない信念と情熱を

もち、「かながわ教育ビ

ジョン」の理念を実現す
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４ 今後の予定 

令和３年３月下旬 かながわ学校管理職育成指針を策定、教育 

委員会に報告 

る資質・能力」

の観点を追記 

設定した学校教育目標の

実現に向けて教職員をま

とめ、指導ができる。 

べく、自らの学校経営に

対する明確なビジョンを

示し、学校教育目標の実

現に向けて教職員をまと

め、指導ができる。 

めざすべき管理

職像に「教職員

間に同僚性を持

たせることがで

きる資質・能

力」の観点を追

記 

めざすべき

管理職像③ 

【モチベー

ションを高

め人材を育

成する力】

(３頁)

チーム学校を支える教職

員個々の多様性を踏ま

え、キャリアプランを見

通し、教職員一人ひとり

の意欲向上・人材育成に

資する指導・助言ができ

る。

チーム学校を支える教職

員個々の多様性を尊重

し、同僚性を持った集団

づくりができるととも

に、一人ひとりのキャリ

アプランを見通し、教職

員一人ひとりの意欲向

上・人材育成に資する指

導・助言ができる。

めざすべき管理

職像に「自ら判

断する」資質・

能力」の観点を

追記 

めざすべき

管理職像⑥ 

【リスクを

予防し不測

の事態に対

応する力】 

(３頁) 

学校事故や教職員の不祥

事の未然防止に努めると

ともに、不測の事態に対

しては、リーダーシップ

をもって迅速かつ適切

に、そして組織的に対応

ができる。 

学校事故や教職員の不祥

事の未然防止に努めると

ともに、不測の事態に対

しては自ら判断し、リー

ダーシップをもって迅速

かつ適切に、そして組織

的に対応ができる。 

めざすべき管理

職像の指標の具

体的な行動例を

追記 

指 標 

(５頁から

12 頁) 

（例示のみ記載） 各職位に応じて、質的、

量的な視点から、具体的

な行動例を記載。 

研修で学ぶ内容

と具体的な講義

名を追記 

研修体系 

(14 頁から

21 頁) 

（例示のみ記載） 各職位に応じて、研修で

学ぶ内容と具体的な講義

名を記載。 

-45-



かながわ学校管理職育成指針（案）の主な内容 

１ 管理職育成の方向 

(1) 基本的な考え方

総括教諭等の段階から、管理職の魅力ややりがいについて伝

え、意識の醸成を図り、研修とＯＪＴにより、資質・能力を育 

成する。 

(2) めざすべき管理職像

①【率先垂範できる力】

②【統率し指導する力】

③【モチベーションを高め人材を育成する力】

④【組織を運営し教職員を管理する力】

⑤【地域と協力し学校を運営する力】

⑥【リスクを予防し不測の事態に対応する力】

⑦【将来に向けて学校運営を改善し、発展させる力】

(3) めざすべき管理職像の指標化

「めざすべき管理職像」を管理職に求められる「リーダーシ

ップ」と「マネジメント」の２つに区分した上で、各職位で育 

成する標準的な資質・能力の水準（行動例）を定める。 

２ 管理職育成の手立て 

(1) 基本的な考え方

人事異動により幅広い経験を積み重ねる中で、研修とＯＪＴ

により、各職位に求められる資質・能力を育成する。また、管 

理職登用にあたっては、教頭候補者選考試験等を実施する。 

(2) 管理職育成研修及びＯＪＴ

現在の管理職等研修を各職位に求められる「リーダーシッ

プ」と「マネジメント」を育成するための研修（例えば、「リー 

ダーシップⅠ、Ⅱ、Ⅲ」）に体系化し、実施するとともに、学ん 

だ内容を日常の校務の中で実践し、指導・助言を受ける。 

(3) 人事異動を通じた人材育成

様々なタイプの学校や行政機関への人事異動、校種間交流な

ど、様々な環境での経験を積み重ね、多様な視点から管理職に 

求められる資質・能力を育成する。 

参 考 
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(4) 管理職登用について 

管理職の登用にあたって、勤務実績や人事評価に加え、教頭 

への登用については、引き続き、教頭候補者選考試験を実施す 

るとともに、県立学校の校長への登用については、マネジメン 

ト能力を客観的に判定する手法を取り入れた「県立学校校長選 

考アセスメント」を実施する。 

（市町村立学校については、県立学校における実施状況と市 

町村の実情を踏まえ、今後検討していく。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：管理職育成の手立て 
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人事異動を通じた人材育成 
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図２：採用から管理職まで 

 

人事異動を通じた人材育成と管理職登用 
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Ⅵ 教員の働き方改革の推進について 

 

神奈川県教育委員会では、令和元年10月に「神奈川の教員の働き方改革に 

関する指針」（以下、「指針」という。）を策定し、教員の働き方改革の取 

組を総合的に推進しており、令和２年度の取組状況等について報告する。 

 

１ 指針の概要 

(1) 目的 

持続可能な学校運営と神奈川の教育の質を高めるために、勤務実態を改

善し、教員がワーク・ライフ・バランスの実現を通じて、自らの人間性や

創造性を高めるとともに、子どもたちと向き合う時間を確保し、効果的な

教育活動を行う。 

(2) 指針の性格と対象期間 

教員の働き方改革の実現に向けた基本的な考え方や取組の方向性を示す

ものであり、対象期間は概ね５年程度とする。 

(3) 目標 

持続可能な学校指導、運営体制の構築等を目指すために次の３つの目標

を掲げている。 

ア  時間外在校等時間の縮減 

〇 時間外在校等時間の上限 １か月あたり45時間 

１年あたり360時間  

 

 

 

イ 年次休暇一人あたり年平均取得日数及び学校閉庁日の設定 

〇 年次休暇一人あたり年平均取得日数 15日以上 

〇 長期休業期間中に５日を目標として学校閉庁日を設定 

（県立学校については、令和２年度は実施初年度等の実情を勘案 

し、目標を３日間とした。） 

ウ 「神奈川県の部活動の在り方に関する方針」の遵守 

〇 部活動休養日を、平日１日、週休日１日と合わせて週２日以上設 

定 

(4) 効果検証 

県及び市町村教育委員会の代表、校長会等の代表で構成される「神奈 

川県教職員人材確保・育成推進協議会 働き方改革部会」において、現 

場の声を聴きながら各取組の効果を検証する。 

※ 「時間外在校等時間」は、教員が学校教育活動に関する業務を行っている

時間として外形的に把握することができる時間を「在校等時間」とし、１日

の在校等時間から条例等で定める正規の勤務時間を除いた時間をいう。 
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２ 指針の目標に対する実績 

(1) 時間外在校等時間の縮減 

【時間外在校等時間の状況（令和２年度）】 

 

 

 

県立学校 

（令和２年12月分） 

市町村立学校（政令市除く） 

（令和２年11月分） 

高等学校 特別支援学校 小学校 中学校 

１か月あたり 
45時間を超えた
教職員の割合 

15.1％ 5.2％ 37.1％ 56.7％ 

※ 市町村立学校は、客観的な勤務時間の把握を行っている22市町村教育委員会が所管する

学校の状況 

 

【参考：平成29年度勤務実態調査の状況】 

 

 
県立学校 市町村立学校（政令市除く） 

高等学校 特別支援学校 小学校 中学校 

１か月あたり 
50時間を超えた
教職員の割合 

46.9％ 25.6％ 58.8％ 84.3％ 

   ※ 県立学校 30校、市町村立学校 90校の実施状況 

 

(2) 年次休暇一人あたり年平均取得日数及び学校閉庁日の設定 

ア 年次休暇一人あたり年平均取得日数 

 【取得実績（令和２年）】 

 

 

県立学校 市町村立学校（政令市除く） 

高等学校 特別支援学校 小学校 中学校 

年平均取得日数 12.7日 14.1日 8.2日 7.6日 

 

 【参考（過年度）】 

 

 

県立学校 

（令和元年） 

市町村立学校（政令市除く） 

（平成28年）※ 

高等学校 特別支援学校 小学校 中学校 

年平均取得日数 13.1日 15.5日 12.5日 9.1日 

  ※事務・栄養職員含む 

  

-49-



 

 
 

イ 学校閉庁日の設定 

【学校閉庁日の設定状況（令和２年度）】 

設定日数 県立学校 市町村立学校 

２日未満 1 0 

３日間 137 9 

４日間 8 4 

５日間 22 9 

６日間以上 1 8 

  計  169（校）  30 （市町村） 

 

(3) 「神奈川県の部活動の在り方に関する方針」の遵守 

【平日及び週休日各52日以上に相当する部活動休養日の取得（見込み）】 

 

 

 

※ 県立学校の令和２年度実績については集計中 
 

３ 令和２年度の主な取組 

(1) 県立学校における取組 

ア  個別業務の役割分担及び適正化について 

〇 県立学校への調査・照会の整理統合、精選 

県教育委員会から学校に依頼する調査や照会について、教育局各室 

課に見直しのポイントを示し、調査・照会の見直しに取り組んだ。 

イ 勤務時間について 

〇  勤務時間管理システムの導入 

教員の勤務時間の客観的な把握を行うため、県立学校に勤務時間管 

理システムを11月16日から導入した。 

〇 学校閉庁日の設定 

教員が年次休暇等を取得しやすい環境づくりを進めるため、学校閉 

庁日を設定した。また、学校閉庁日の設定にあたり、部活動に係る大 

会日程の配慮等を関係団体へ依頼した。 

ウ 教員の意識改革について 

〇 基本研修の実施 

基本研修でタイムマネジメントなど教員の働き方に係る内容を取り 

 県立学校(令和元年度) 市町村立学校(令和２年度) 

取得できる 100％ 100％ 

取得できない  0％  0％ 

計 100％ 100％ 
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扱い、教員の勤務時間に関する意識改革を推進した。 

〇 「神奈川県立学校に係る部活動の方針」の周知 

「神奈川県立学校に係る部活動の方針」について、研修会や担当者 

会議において周知を行い、部活動休養日の設定等を徹底した。 

エ 学校を支える人員体制について（外部人材の活用） 

〇 業務アシスタントを全校に、学校施設管理員を168校に継続配置する

とともに、部活動指導員を15校に配置するほか、学校業務サポーター

を33人配置し、教員以外でも可能な業務を担うことで教員の負担軽減

を図った。また、ハイスクール人材バンク事業を実施し、きめ細やか

な指導や支援を行うためサポートティーチャー等を派遣した。 

〇 スクールカウンセラーを拠点校となる86校に配置するとともに、ス

クールソーシャルワーカーを拠点校となる30校に配置した。 

〇 ＩＣＴ関連業務を補助するＩＣＴ支援員を16人配置した。 

オ 定数改善について 

〇 国への要望 

特別支援学校における看護師等の専門職の新たな定数化について、 

国に要望した。 

カ 労働安全衛生管理について 

〇  「教職員ヘルスサポート総合相談窓口」の設置 

教育局内に設置している健康全般に関する相談窓口について、長時

間勤務等に関する相談も受ける「教職員ヘルスサポート総合相談窓口」

として新たに設置し、相談対応の充実を図った。 

  ○  産業医や衛生委員会等の活用 

管理職対象のメンタルヘルス研修や学校長会議において、産業医や

衛生委員会の活用方法を周知し、教員の健康管理や職場環境の改善に

向けた取組を推進した。 

また、管理職対象のメンタルヘルス研修において、ストレスチェック

の受検を促すとともに、受検率の低い学校には直接受検勧奨を行うな

ど、受検率の向上を図った。 

キ その他 

〇 中堅教諭等資質向上研修の一部免除制度 

中堅教諭等資質向上研修について、一定の条件を満たす場合は、研修

事項を一部免除することとし、教員の負担軽減を図った。 

(2) 市町村教育委員会に対する支援 
ア 個別業務の役割分担及び適正化について 

〇 市町村立学校への調査・照会の整理統合、精選 

県教育委員会から市町村教育委員会を通じて学校に依頼する調査 

や照会について、整理統合や精選等を行った。 
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イ 勤務時間について  

○ 年次休暇等の取得促進 

県立学校あてに発出する年次休暇や夏季休暇の取得促進通知を市町

村教育委員会にも参考送付し、年次休暇等の取得の気運醸成に努めた。 

〇 学校閉庁日 

 学校閉庁日の設定にあたり、部活動に係る大会日程の配慮等を関係

団体へ依頼するなど、市町村立学校における学校閉庁日の実施を支援

した。 

ウ 教員の意識改革について 

〇 基本研修の実施（再掲） 

基本研修でタイムマネジメントなど教員の働き方に係る内容を取り

扱い、教員の勤務時間に関する意識改革を推進した。 

エ 学校を支える人員体制について（外部人材の活用） 

〇 スクール・サポート・スタッフを全市町村立小・中・特別支援学校に

新規配置し、教員の負担軽減を図った。また、教育相談コーディネータ

ーが業務に当たる時間を確保するための非常勤講師を市町村立小学校

（政令市を除く）30校に配置し、校内支援体制を整備した。 

〇 部活動の適正化を進めている市町村に対して、部活動指導員の配置

を支援した。 

〇 スクールカウンセラーを市町村立中学校に全校配置するとともに、

スクールソーシャルワーカーを教育事務所に46人配置した。 

オ 定数改善について 

○ 小学校外国語教育（英語）における指導体制の充実 

外国語教育（英語）の教科化等への対応として、質の高い英語教育を

行うための専科教員を68人配置した。 

〇 国への要望 

小・中学校の35人以下学級の実現等のために、教員定数の改善を国に

要望した。 

カ 労働安全衛生管理について 

〇 公立学校共済組合が実施する無料相談窓口等の周知 

公立学校共済組合において実施している電話やWebによる無料相談

窓口等について周知を行った。 

 キ その他 

〇 中堅教諭等資質向上研修の一部免除制度（再掲） 

中堅教諭等資質向上研修について、一定の条件を満たす場合は、研修

事項を一部免除することとし、教員の負担軽減を図った。 
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４ コロナ禍における教員の働き方改革の取組 

(1) 県立学校及び市町村教育委員会（政令市を除く）の状況 

新型コロナウイルス感染症拡大後の教員の勤務の実状について、令和２

年８月以降に県立学校26校及び政令市を除く全市町村教育委員会に調査し

たところ、学校現場では消毒業務や子どもたちの健康観察など新たな業務

が生じた一方で、会議や研修に伴う出張など減った業務もあった。 
 
【コロナ禍により増減があった業務（主なもの）】 

増えた業務 

１ 消毒・健康管理等 消毒・健康管理等 

２ ICT関連 授業・授業準備等 

３ 生徒・保護者対応 生徒・保護者対応 

減った業務 
１ 出張等 部活動・学校行事等 

２ 部活動・学校行事等 出張等 

(2) 県の取組 

子どもたちの安全・安心と学びの継続を図るため生じた業務等について、 

業務の見直しや外部人材の活用等により教員の負担軽減を図った。 

ア 県立学校への対応 

○ 消毒業務・健康管理等 

消毒等の感染予防対策の新たな考え方を示す「県立高等学校及び県 

立中等教育学校における保健管理等に関するガイドライン」の策定や 

清掃業務の一部委託化、業務アシスタントや学校業務サポーター等の 

活用により、作業内容や業務分担を整理し、教員の負担軽減を図った。 

〇 ＩＣＴ関連業務 

ＩＣＴ機器の設定や管理等のＩＣＴ関連業務を補助するＩＣＴ支援 

員を配置し、教員の負担軽減を図った。 

〇 生徒・保護者対応 

コロナ禍における生徒の心のケアのため、スクールカウンセラーの 

勤務日数を増やし、生徒への相談・支援体制を強化した。 

イ 市町村教育委員会に対する支援 
〇 消毒業務・健康管理等 

スクール・サポート・スタッフを全校配置し、消毒業務や朝の検温 

作業に係る教員の負担軽減を図った。 

〇 授業・授業準備等 

臨時休業に伴う授業の遅れを補う体制を充実させるため、非常勤講 

師等の勤務日数を増やしたほか、最終学年（小６・中３）のティーム・ 

  県立学校 市町村立学校 
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ティーチング等を実施するための教員や補習等を実施するための学習 

指導員を配置した。また、公立小・中学校におけるＩＣＴの利活用に 

向け、各教科等の指導におけるＩＣＴ活用の狙いや手立てを示した手 

引きを作成し、市町村教育委員会等に周知した。 

〇 生徒・保護者対応 

児童・生徒の心身の健康への対応等のため、養護教諭を追加配置す 

るとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの 

勤務日数を増やし、児童・生徒への相談・支援体制を強化した。 

 

５ 効果検証 

指針の効果検証について、「神奈川県教職員人材確保・育成推進協議会」

に県及び市町村教育委員会、校長会、現場教員等の代表で構成する「働き方

部会」を設置し、検証した。 

(1) 開催状況 

第１回開催 令和２年12月21日（月） 

第２回開催 令和３年１月26日（火）～２月１日（月）（書面開催） 

(2) 成果と課題 

【指針の取組】 

業務アシスタントなど外部人材の活用は概ね進んでおり、教員の負担感 

の軽減に役立っているが、時間外在校等時間については、上限を超える教 

職員が一定程度存在し、更なる取組が必要である。 

【コロナ禍における対応】 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策と学びの継続を図るため、外部 

人材の配置拡充など教員の負担軽減を図ってきた。新型コロナウイルス 

感染症の収束が未だ見通せない中、教員の多忙化解消は道半ばであり、 

引き続き学校への支援に取り組んでいく必要がある。 

(3) 主な意見 

【指針の取組】 

〇 「指針」について、県立学校の教職員には周知が進んでいるが、市

町村立学校では周知が不十分である。 

○ 具体的な負担軽減の取組を進めつつ、教員一人一人の働き方改革に

対する意識を変えていくことも非常に大事である。 

○ 今年度は年次休暇の取得機会である夏季休業期間の大幅短縮により、

年次休暇一人あたり年平均取得日数が目標を下回ったと考えられる。 

○ 教員の業務負担軽減の観点から、業務アシスタントやスクール・サ

ポート・スタッフ等の外部人材を引き続き配置する必要がある。 
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【コロナ禍における対応】 

○ 業務アシスタントやスクール・サポート・スタッフ、学習指導員の

配置により教員が授業準備や生徒指導等の業務に集中することができ

るなど、外部人材の活用が教員の負担感の軽減に役立っている。令和

３年度もこのような外部人材を引き続き配置することが必要である。 

○ コロナ禍では子どもの心のケアに注力することが大切であり、スク

ールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる支援が必要で

ある。 

○ ＩＣＴ化が進み、オンラインでの会議やアンケート集約等、業務の

効率化が進んだ。 

○ コロナ禍により、従来の業務を見直し新たな対応をせざるを得なか

ったが、業務を進めることはできた。これをきっかけに、新しい働き

方を続け、学校現場でも業務の見直しを行うことで働き方改革につな

げたい。 

 

６ 令和３年度の主な取組 

働き方改革部会の意見等を踏まえ、「コロナ禍」にあっても本県の教員の 

働き方改革を進めるべく、引き続き３(1) (2)の各取組を進めるとともに、新 

たに次の取組を進めていく。 

(1) 県立学校における取組 

○ 標準職務モデル策定の検討 

○ 年５日を目標とする学校閉庁日の設定（拡充） 

○ 校務用パソコンの配備拡充 

○ 教員の働き方にかかる意識調査の検討 

(2) 市町村教育委員会に対する支援 

○ 学校現場に対する指針内容の周知徹底 

○ 令和５年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行について実践研究

を行う市町村への支援 

 

※ 一年単位の変形労働時間制について 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（給特

法）が一部改正され、教員への適用が可能となり、令和３年４月１日施行と

なる。 

新型コロナウイルス感染症の対応への見通しがある程度立てられる段階

で、令和２年７月に国が示した制度導入の要件に留意しながら、市町村教育

委員会等の意見を聞き、検討していく。 
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Ⅶ  令和４年度学科改編対象校 (横須賀工業高校・海洋科学  
高校 )の設置計画 (案 )について  

 
１  趣旨  

(1) 経緯  
県立高校改革を進めるため、平成 28 年１月に中長期  

（概ね 15 年間）を展望し、教育内容、学校経営、高校  
の再編・統合等にかかる 12 年間の「実施計画 (全体 )」  
及び、取組や対象校名を明示した「実施計画 (Ⅰ期 )」を  
策定し、平成 30 年 10 月に「 実施計画 (Ⅱ期 )」を策定し  
た。  

この「実施計画 (Ⅱ期 )」に基づき、令和４年度に横須  
賀工業高等学校に建設科を設置し、海洋科学高等学校の  
単位制による全日制の課程の海洋科学科を、全日制の課  
程の船舶運航科、水産食品科、無線技術科、生物環境科  
に改編する。  

これに向け、令和２年第３回定例会文教常任委員会で  
報告した設置基本計画案をもとにさらに検討を重ね、設  
置計画 (案 )を作成した。  

 
 (2) 設置計画 (案 )について  

学科改編の目的、考え方、教育内容等の基本を定めた  
設置基本計画案をもとに、次の下線部の内容を追記する  
とともに、教育課程を中心に、より詳細な記載内容の追  
記等を行った。  

 
ア   改編内容  

・横須賀工業高等学校  
   建設科の新たな設置  

・海洋科学高等学校  
単位制による全日制の課程海洋科学科を全日制の課  
程船舶運航科、水産食品科、無線技術科、生物環境  
科に改編  

 
イ  主な内容  

・学科改編の実施年度  
・設置形態（新校の課程・学科、日課表等）  
・設置の目的（学科改編の目的）  
・基本的コンセプト（基本的な教育の内容や方法）  
・教育課程等（特徴的な教育内容、進路に対応した  

科目選択、学科改編の特色を生かした科目の説明  
等）  
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２  今後の予定  
令和３年３月  設置計画（案）を文教常任委員会に報告  

の後、教育委員会に付議  
1 1 月   令和４年 度学科改編に伴う諸規定の改正  

   令和４年４月   令和４年度学科改編後の学校として教育  
活動を開始  
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Ⅷ かながわ特別支援教育推進指針（仮称）（素案）について 

 

１ 指針策定の背景及び趣旨 

(1) 背景                                           

県教育委員会では、すべての子どもたち一人ひとりが持つ自らの力で 

は解決できないそれぞれの課題を「教育的ニーズ」としてとらえ、その 

教育的ニーズに適切に対応していく「支援教育」を推進してきた。 

さらに、この理念を踏まえ、共生社会の実現に向け、すべての子ども 

ができるだけ同じ場で共に学び共に育つことをめざす、という基本的な 

考え方のもとで、インクルーシブ教育を推進している。 

こうした取組を進める中でも、障がいのある子どもたち一人ひとりに 

応じた指導・支援を行う特別支援教育については、対象となる子どもた 

ちの増加や、障がいの重度・重複化、多様化という状況を踏まえ、引き 

続き充実していく必要がある。 

そこで、県教育委員会は、本県における特別支援教育の今後の施策の 

方向性に資することを目的に、平成 30 年８月、「神奈川県の特別支援 

教育のあり方に関する検討会」を設置した。 

その後、令和２年３月、同検討会から「神奈川県の特別支援教育のあ 

り方に関する検討会 最終まとめ」が県教育委員会に報告された。 

 

(2) 趣旨 

本指針は、県教育委員会が、この「最終まとめ」及びこれまでの施策 

や県内の児童・生徒数の推移等を踏まえながら、概ね 10 年間を見通す 

中で、本県における特別支援教育の推進を図るため、「特別支援学校の 

整備」「医療的ケアの充実」「県と市町村の役割分担及び連携」を柱に、 

その施策の方向を示すものである。 

県教育委員会は、本指針に沿って、今後、具体の諸施策や計画を定め、 

取り組んでいく。また、本指針の基本的な考え方やめざす方向をすべて 

の市町村教育委員会と共有し、各市町村教育委員会との連携・協働によ 

り取組を進めることで、県内全域における特別支援教育の充実を図る。 

本指針は、今後の社会状況や児童・生徒等の教育的ニーズの変化及び 

インクルーシブ教育の進展等を踏まえ、必要に応じて、県教育委員会が 

適時見直し、改定を行う。 
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２ 特別支援教育推進の方向性 

(1) 基本的な考え方 

ア 共生社会の実現に向けたインクルーシブな環境づくり 

共生社会の実現に向けて、すべての児童・生徒等が、どこで学んで 

いてもそのニーズに応じた適切な教育が受けられるよう、できるだけ 

居住する地域において共に学び、共に育つインクルーシブな環境づく 

りが重要である。 

 

イ 社会情勢や教育的ニーズを踏まえた継続的な「あり方」の検討 

今後、インクルーシブ教育の進展を踏まえ、社会状況や児童・生徒 

等の教育的ニーズの変化、及びその時々の状況に的確に対応した「特 

別支援教育のあり方」を常に検討していく必要がある。 

 

ウ これまでの施策を踏まえた取組の方向性 

(ｱ) すべての児童・生徒等ができるだけ共に学び共に育つ仕組みづく 

り 

すべての児童・生徒等ができるだけ同じ場で共に学び共に育つ仕 

組みづくりの取組をさらに進めることが必要である。 

 

(ｲ) 多様かつ個別のニーズに合わせた連続性のある教育の実現 

児童・生徒等の多様かつ個別のニーズに合わせた連続性のある 

教育の実現に向け、県教育委員会及び市町村教育委員会が、それ 

ぞれの学びの場の役割や整備のめざすべき方向性、各地域での課 

題等を共有し、教育環境や児童・生徒等への指導・支援の更なる充 

実をめざすことが必要である。 

 

(ｳ) 切れ目ない支援体制の構築 

県と市町村が、その役割や状況を踏まえて連携し、各地域におけ 

る、教育・医療・福祉・労働等の関係機関等の連携・協働による、 

切れ目ない支援体制を構築していくことが必要である。 

 

(2) めざす方向性 

各学校では、新学習指導要領等に基づき、教員等の資質向上に向けた 

研究・研修や人材育成を進めるなど、障がいのある子どもの学びを支え 

る特別支援教育の更なる充実をめざす。 
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また、特別支援教育の充実がインクルーシブ教育の進展に資するため 

に、就学前から高等学校までの学びの段階を通じて、障がいのある子ど 

もの自立と社会参加を見据え、一人ひとりの教育的ニーズに最も的確に 

応える指導・支援を提供できるよう、連続性のある多様な学びの場それ 

ぞれの更なる整備をめざす。 

ア それぞれの学びの場における特別支援教育の充実 

(ｱ) 就学前：多様な学びの入口を支える取組の推進 

(ｲ) 小・中学校：共に学ぶための支援体制づくり 

(ｳ) 高等学校等：多様性を尊重した指導・支援の充実 

(ｴ) 特別支援学校：専門性の更なる向上とセンター的機能等の強化、 

充実 

 

イ 連続性のある学びの場の整備と切れ目ない支援の充実 

通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といっ 

た多様な学びの場の間で、教育課程の円滑な接続等による学びの連続 

性の実現を図り、障がいのある児童・生徒等の教育的ニーズの変化に 

応じ、適切な学びの場を整備、提供していくことをめざす。 

また、就学前から卒業後まで安心して地域で学び、生活できるよう、 

教育、医療、福祉、労働等の関係機関等が連携し、個別の支援計画を 

作成し活用するなど、情報共有を図りながら、切れ目ない支援が適切 

に行われることをめざす。 

 

３ 施策の方向 

(1) 特別支援学校の整備 

ア 基本的な考え方 

特別支援学校を必要とする子どもたちの増加や、障がいの重度・重 

複化、多様化の状況に対応し、多様な学びの場の整備という観点から 

必要な県立特別支援学校の整備を進めることが求められている。 

その際には、特別支援学校は、地域の特別支援教育推進の核として、 

在籍する児童・生徒等の教育機関であると同時に、地域全体の支援機 

関の役割を併せ持つという視点が重要である。 

今後の県立特別支援学校の整備は、高度の専門性を必要とする障が 

いのある児童・生徒等の教育的ニーズ等を十分に踏まえ、地域の実情 

（児童・生徒等数の将来推計や通学負担、障がいの重度・重複化、多 

様化）を的確に捉えながら、設置義務がある県と、義務教育段階の教 

育を担う市町村が連携・協力して進める必要がある。 
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イ これまでの主な取組 

平成 10年度以降、特別支援学校への入学希望者が増加している状 

況に鑑み、「養護学校の空白地域の解消」等を目的に県立特別支援学 

校の整備を進め、平成 19年度から、「県立教育施設再整備 10か年計 

画(まなびや計画)」、平成 28 年度からは「県立学校施設再整備計画 

(新まなびや計画)」により整備を推進してきた。 

その中でも、地域的課題への対応として、児童・生徒等の通学負担 

を軽減するため、できるだけ居住地の近くで学べることをめざし、秦 

野市教育委員会との連携・協力のもと、県立秦野養護学校末広校舎（知 

的障害教育部門の小・中学部）の設置（平成 28 年度）や、肢体不自由 

教育部門の開設（令和元年度）を行ってきた。併せて、湯河原町教育 

委員会及び真鶴町教育委員会との連携・協力のもと整備を進めてきた 

県立小田原養護学校湯河原校舎が、令和３年９月に開設予定である。 

また、特別支援学校の高等部知的障害教育部門への進学を希望する 

生徒の増加に対応するため、平成 16年度から、県立高等学校の施設 

内に、県立特別支援学校の高等部知的障害教育部門の分教室を設置し、 

現在まで、県内に 20 分教室を設置してきた。 

こうした整備により、本県における県立特別支援学校は、令和３年 

度時点で、本校 29校、２校舎（湯河原校舎は９月開設予定）、20分 

教室（高校施設活用）が設置されている。 

 

ウ 課題 

特別支援学校小・中学部の児童・生徒数の増加が見込まれる地域に 

おいては、整備を進める必要があるとともに、その他の地域において 

も、インクルーシブ教育の推進及び通学負担の軽減等の観点から、で 

きるだけ児童・生徒等の居住地に近い学校づくりを進める必要がある。 

また、整備を行う際には、障がいの重度・重複化、多様化を踏まえ、 

児童・生徒等の実態に応じた施設・設備面の対応が必要である。併せ 

て、既存の各特別支援学校の老朽化対策について、引き続き計画的な 

改修等を行う必要がある。 

さらに、今後も一定数の生徒への対応が見込まれる県立特別支援学 

校高等部については、各地域の小・中学校の特別支援学級の児童・生 

徒数の動向等を踏まえ、引き続き、増改築による知的障害教育部門の 

受け入れ枠の拡大や、分教室の教育環境の整備、適正配置を含めた、 

多様な学びの場の整備を進める必要がある。 
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エ 施策の方向 

(ｱ) 児童・生徒数の将来推計に伴う地域的課題に対応した学校づくり 

今後、川崎南部・横浜東部地域や湘南地域について、小・中学部 

における特別支援学校での教育を必要とする児童・生徒の増加が見 

込まれるため、県立特別支援学校の整備等に取り組む。 

 

 

【川崎南部・横浜東部地域の整備の方向】 

・ 県立特別支援学校の新設や既存の県立特別支援学校の増改築など

を検討することにより、小学部から高等部までの知的障害教育部門、

肢体不自由教育部門の受け入れ枠を拡大する。 

・ 併せて、整備の進捗に合わせて、既存の特別支援学校の通学区域

の変更等を検討し実施する。 

 

 

【湘南地域の整備の方向】 

・ 既存の県立特別支援学校等を活用し、知的障害教育部門の学校に、

肢体不自由教育部門を併置することなどを検討し、近隣地域も含め

た、県立特別支援学校の受け入れ枠を拡大する。 

 

それぞれの地域における個別の特別支援学校の整備については、 

施設ごとに整備計画をとりまとめる。その際には、さらに当該の市 

町村教育委員会と十分に連携し、特別支援学校での教育を必要とす 

る児童・生徒等数の地域ごとの詳細な推計に基づき設置する障害種 

や学部について、周辺校の状況等を十分に考慮し、個別の整備計画 

を決定する。 

 

(ｲ) 地域の教育資源を活かした児童・生徒等の居住地に近い学校づく 

  り 

その他の各地域において特別支援学校小・中学部の児童・生徒数 

の増加は見込まれないが、これらの地域においても、インクルーシ 

ブ教育の推進及び通学負担の軽減等の観点から、できるだけ児童・ 

生徒等の居住地に近い学校づくりを進める。 

併せて、障がいの重度・重複化、多様化に対応するため、地域的 

なバランスを踏まえながら、知的・肢体併置などの学部・教育部門 

の複数設置などを検討する。 
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【相模原地域、県央地域の整備の方向】 

・ これらの地域においては、県立特別支援学校５校を整備している。

通学負担の軽減等の観点から、知的障害教育部門の学校に、肢体不

自由教育部門等を設けることや、地域の教育資源を活用した新たな

学びの場を設置するなど、必要な整備の方策について検討する。 

 

【横須賀・三浦地域の整備の方向】 

・ この地域においては、県立２校、市立２校、国立１校の特別支援

学校が整備されている。今後は、こうした地域の教育資源をより有

効活用できるよう、学部・教育部門の再編や、それに伴う必要な整

備について、検討する。 

 

【中地域の整備の方向】 

・ この地域には、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病

弱の５つの障害種の計６校の県立特別支援学校を整備しており、地

域的に複数の障害種への対応が可能である。今後は、より居住地に

近い学校づくりを進めるため、地域的なバランスを踏まえ、教育部

門の再編や、通学区域の変更等について検討する。 

 

【県西地域の整備の方向】 

・ この地域においては、県立小田原養護学校１校で広域的に対応し

ている状況にある。湯河原校舎の開設により通学負担の軽減につい

ては、一定の効果が見込まれる。今後は、地域の教育資源を活用し

た新たな学びの場の設置など、必要な整備の方策について検討する。 

 

 【川崎南部・横浜東部地域以外の川崎・横浜市域の整備の方向】 

・ 県立あおば支援学校の設置及び今後、川崎南部・横浜東部地域に

整備する特別支援学校の整備状況を見据え、市立特別支援学校を設

置している横浜市教育委員会、川崎市教育委員会と必要な整備の方

策について検討する。 
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(ｳ) 県立特別支援学校の高等部知的障害教育部門への対応 

県全体で生徒の増加が一定数見込まれる特別支援学校の高等部 

知的障害教育部門への対応については、前述の川崎南部・横浜東部、 

湘南地域の整備において、高等部知的障害教育部門の受け入れ枠を 

拡大する。 

その他の地域においては、既存特別支援学校の増改築による、高 

等部知的障害教育部門の受け入れ枠の拡大、分教室の教育環境の整 

備や適正配置、インクルーシブ教育実践推進校の拡大など、多様な 

学びの場を整備することで対応する。 

その中で、分教室については、指導・支援を充実させることがで 

きる、必要な教育環境の整備を進める。 

さらに、各地域における今後の児童・生徒数の推移や、インクル 

ーシブ教育実践推進校の拡大等、多様な学びの場の整備状況等を踏 

まえ、地域間のバランスを考慮した適正配置を進めていく。 

 

(ｴ) 老朽化対策と教育内容の充実を図るための施設・設備の充実 

長寿命化の観点からも計画的に老朽化対策工事を実施するとと 

もに、時代に即した職業教育等の充実を図るための施設改修や厨房 

施設の改修工事を順次検討し、実施していく。 

 

(2) 医療的ケアの充実 

ア 基本的な考え方 

県立特別支援学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒等の 

増加や、医療的ケアの内容の高度化・複雑化等の状況を踏まえ、日常 

的な学校生活の他、行事等の対応も考慮し、看護師の配置や教職員研 

修、安全管理体制、医療や福祉機関との連携など、医療的ケアの実施 

体制の充実に向けた不断の見直し、再構築を行っていくことが必要で 

ある。 

また、小・中学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒への 

支援については、各市町村教育委員会が主体となり、必要な体制整備 

を推進していくことが必要である。そのために県教育委員会は、特別 

支援学校の役割であるセンター的機能を活かし、各市町村における体 

制整備を引き続き支援していく必要がある。 
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イ これまでの主な取組 

(ｱ) 県立特別支援学校における医療的ケア 

平成 15年度に「医療ケア等支援事業」を開始し、以降、看護師の 

増員を図ってきた。 

また、どの特別支援学校においても適切な医療的ケアを実施でき 

るよう、平成 31 年４月に「県立特別支援学校における医療的ケア 

への今後の対応について（当面の方策）」をとりまとめ、併せて、 

「県立特別支援学校における人工呼吸器療法ガイドライン」及び 

「県立特別支援学校における医療的ケア実施に関する共通の手引 

き」を作成した。 

 

(ｲ) 小・中学校における医療的ケア 

県教育委員会では、平成 30年度から「公立小・中学校における 

医療的ケア支援体制整備事業」を開始し、市町村教育委員会による 

体制整備を支援してきた。 

 

ウ 課題 

(ｱ) 県立特別支援学校における医療的ケアの充実 

医療的ケアを必要とする児童・生徒等の増加や内容の高度化・複 

雑化に対応していくことや、安全に通学するための支援について、 

福祉や医療機関と連携をとり、児童・生徒等の居住地域の資源やニ 

ーズを捉えた対応ができるよう体制整備を進めていくことなどの 

必要がある。 

(ｲ) 小・中学校における医療的ケアの充実 

各市町における体制整備に向け、今後も県教育委員会の「公立小・ 

中学校における医療的ケア支援体制整備事業」による支援が必要で 

ある。 

エ 施策の方向 

(ｱ) 県立特別支援学校における医療的ケアの充実 

どの学校においても、安全・安心な医療的ケアが進められるよう、 

ケアの内容に応じた看護師の配置の考え方を検討し、看護師の適切 

な配置等を進める。 

医療的ケアの必要な児童・生徒等の通学支援について、医療・福 

祉等の各機関と連携し検討を進める。その後、モデル校における試 

行・検証を行い、通学支援を順次実施していく。 
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(ｲ) 小・中学校における医療的ケアの充実 

県教育委員会は、「公立小・中学校における医療的ケア支援体制 

整備事業」を継続し、小・中学校の教員への医療的ケアに関する研 

修の実施や、特別支援学校の看護師の市町村派遣など、各市町村教 

育委員会による小・中学校への適切な医療的ケアの体制整備を支援 

する。また、学校における医療的ケアの取組の成果や課題を共有す 

ることで、各市町村教育委員会における取組の充実・改善を図る。 

 

(3) 県と市町村の役割分担および連携（「特別支援学校の整備」「医療的 

ケア」を除く） 

ア 基本的な考え方 

全ての児童・生徒等ができるだけ共に学び共に育つことをめざす中 

で、県内のどの地域に居住していても、どの学校種に在籍していても、 

必要な支援や適切な指導が受けられるよう、県内全域における特別支 

援教育の充実を図ることが必要である。 

そのため、県教育委員会は、特別支援教育を必要とする児童・生徒 

等の学びのニーズに応えていくため、県立特別支援学校の専門性の 

より一層の向上を図っていくとともに、高校教育段階での多様な学び 

の場の充実を図っていく役割を担う。併せて、専門的見地から市町村 

教育委員会への支援等を行う役割を担う。 

また、市町村教育委員会は、児童・生徒等一人ひとりの教育的ニー 

ズに対応した効果的な教育課程を柔軟に編成する等、幼稚園等、小・ 

中学校、高等学校等における特別支援教育の充実を図っていく役割を 

担う。併せて、義務教育段階の、子どもの就学に係る相談、適切な就 

学先の決定等の役割を担う。 

このように、県教育委員会と市町村教育委員会が県内の特別支援教 

育の充実に向けてそれぞれの役割を果たすとともに、十分に連携・協 

力しながら取組を進めていく必要がある。 

 

イ これまでの主な取組 

(ｱ) 各学びの場の充実に関する取組 

市町村教育委員会と連携し、市町村立小・中学校における「みん 

なの教室」モデル事業（平成 27年度～30年度）や、市町村立小学 

校における「インクルーシブ教育校内支援体制整備事業」（令和元 

年度～）に取り組み、その成果の普及を図っている。 
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県立高等学校において、知的障害のある生徒が高校教育を受ける 

機会を拡大するため「インクルーシブ教育実践推進校」を指定して 

いる。 

 

(ｲ) 特別支援学校のセンター的機能の強化に関する取組 

県立特別支援学校のセンター的機能においては、県内を５つの地 

域ブロックに分け、各地域内の県立特別支援学校が連携しながら、 

校外支援を進める形で、センター的機能を推進している。 

また、平成 20 年度より、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、 

言語聴覚士（ST）、心理職のいずれかの職種を、自立活動教諭とし 

て配置している。 

 

(ｳ) 交流及び共同学習に関する取組 

県立特別支援学校では、在籍する児童・生徒が、自分の居住する 

地域の小・中学生と交流及び共同学習を行う「居住地交流」を実施 

している。 

県立特別支援学校と小・中学校、高等学校等は、相互理解の観点 

から、各学校間において、交流及び共同学習を行う「学校間交流」 

を実施している。 

 

(ｴ) 就学相談・支援の充実及び切れ目ない支援体制の構築に関する取 

  組 

県教育委員会では、学校教育法施行令の一部改正を踏まえ、県教 

育委員会に設置されていた専門家による「県就学指導委員会」の機 

能を整理し、新たに「県教育支援委員会」を設置し、就学先決定時 

のみならず、就学後の一貫した支援について助言を得ている。 

また、支援が必要な子ども一人ひとりの成長の過程に沿った所属 

機関における支援と、教育、医療、福祉、労働等の諸機関の連携に 

よる支援というタテ・ヨコの二つの軸で整理した「支援シート」を 

連携のツールとして導入している。 

 

ウ 課題 

(ｱ) 各学びの場の充実に関する取組 

県内の公立小・中学校の特別支援学級等を担当する教員の人材育 

成や、専門性の向上のための更なる取組が必要である。 
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(ｲ) 特別支援学校のセンター的機能の強化に関する取組 

幼稚園等、小・中学校、高等学校等における、学校全体の支援体 

制や、指導・支援の工夫・改善に資するため、県立特別支援学校の 

センター的機能を更に強化していく必要がある。 

(ｳ) 交流及び共同学習に関する取組 

各学校や学校間において、交流及び共同学習の取組がより効果的 

に行われるよう、支援に向けて具体的に取り組む必要がある。また、 

「居住地交流」において、県立特別支援学校に在籍する児童・生徒 

が小・中学校の児童・生徒と日常的なつながりを持つ中で相互理解 

を促進するための手立てを検討していく必要がある。 

(ｴ) 就学相談・支援の充実及び切れ目ない支援体制の構築に関する取 

  組 

市町村教育委員会は、義務教育段階の子どもの就学に係る相談、 

就学先の決定等について、今後も法令等の趣旨を十分に踏まえた取 

組を進めていくため、関係機関との連携などに継続して取り組む必 

要がある。 

県教育委員会は、県内各市町村教育委員会に対し、就学相談・支 

援や、継続した教育相談・支援に関する事項について十分な情報の 

提供や助言ができるよう、その仕組みについて検討していく必要が 

ある。 

県教育委員会及び市町村教育委員会は、就学後も、児童・生徒の 

教育的ニーズの変化等に適切に対応するため、継続的かつ柔軟な教 

育相談・支援を行う仕組みについて検討していく必要がある。 

また、就学前から卒業後まで、教育、医療、福祉、労働等の関係 

機関等が連携し、情報共有を図りながら、連続性のある支援が適切 

に行われるよう、県教育委員会及び市町村教育委員会は、引き続き 

関係機関等との調整に努める必要がある。 

エ 施策の方向 

(ｱ) 各学びの場の指導や支援の充実 

各県立特別支援学校の専門性向上のため、教育、医療、福祉、労 

働等の関係機関等と連携した校内研修や、県立総合教育センター、 

大学教員等を積極的に活用した校内研究を推進する。また、市町村 

教育委員会と連携し、小・中学校における授業づくりや学級経営、 

学校全体での支援の充実等を推進する。 
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(ｲ) 特別支援学校のセンター的機能の強化   

県教育委員会は市町村教育委員会と連携し、県立特別支援学校の 

センター的機能の活用について、効果検証等の取組を進め、各地域 

の実情に応じた、より効果的な活用の仕組みを構築する。 

 

(ｳ) 交流及び共同学習の充実 

県教育委員会は市町村教育委員会と連携し、県立特別支援学校か 

ら小・中学校への居住地交流について実施状況等を把握する中で、 

居住する地域の小・中学校に副次的な籍を置く取組や、逆に小・中 

学校に在籍する児童・生徒が、県立特別支援学校に副次的な籍を置 

く取組について検討を進め、実施につなげていく。 

 

(ｴ) 就学相談・支援の充実及び切れ目ない支援体制の構築 

県教育委員会は市町村教育委員会と連携し、義務教育段階の就学 

相談・支援について、共通した課題の解決に向けた検討協議や、効 

果的な実践事例の収集等の取組を進め、各市町村教育委員会の就学 

相談・支援の指標となるよう、基本的な考え方やモデルケース等を 

とりまとめたガイドラインを作成する。 

関係機関等の連携による切れ目ない支援体制の構築について、市 

町村における個別支援計画を有効に活用するなどの取組事例を収 

集し、全県指導主事会議等を通じて、県内全域への普及を図る。 

 

４ 今後の予定 

現在、国において、本年１月の中央教育審議会答申を受け、特別支援学

校を設置する上で必要な最低基準を定めた、「設置基準」の策定作業が進

められている。 

この「設置基準」において、例えば、教室、グラウンドの面積等の設置

要件が示された場合は、既存校の扱いも含め、県立特別支援学校の整備に

係る対応方策について、検討が必要となると考えられる。 

本指針の策定については、今後、国の「設置基準」の動向を見据えなが

ら、市町村教育委員会の意向等も確認し、そのうえで、必要な再整理を行

い、令和３年７月を目途に、最終案をとりまとめる予定である。 
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Ⅸ  県立社会教育施設の老朽化に対する取組等について  
 

教育局が所管する社会教育施設については、老朽化が進  

んでいることから、これまで様々な取組を行ってきた。  

そこで、今年度の施設整備・設備改修に関する取組及び  

来年度以降に行う取組について、概要を報告する。  
 
１  県立図書館の再整備状況  

(1) 再整備の概要  

平成 28 年 10 月 に策定した「県立図書館の再整備に向  

けた基本的な考え方」に基づき、収蔵庫跡地に新棟を建  

築して、利用者が学び、交流することで、自己実現につ  

なげる機能を持った「価値を創造する図書館」とする。  

また、現本館は、人々が訪れ、親しみ、また来たいと思  

え る 賑 わ い の 場 と な る 「 魅 せ る 図 書 館 」 と す る 。 さ ら に 、  

現新館は、将来にわたって増えていく蔵書等の資料を保  

管するための「収蔵庫」とする。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 新棟新築工事について  
令和元年度に行った基本・実施設計を基に、令和２年  

10 月から新棟の新築工事を行っている。完成は令和４年  

３月を予定している。  

 

(3) 新館及び本館改修工事について  

新館を収蔵庫に改修するため、令和３年度に基本設計  

を行い、令和４年度に実施設計を行うことを予定してい  

る 。 ま た 、 本 館 の 外 壁 改 修 や 耐 震 補 強 工 事 等 を 行 う た め 、  
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新館の改修工事と合わせて基本・実施設計を行う。  

 

(4) スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  その他社会教育施設の設備改修状況  

(1) 金沢文庫   

来 館 者 等 の 安 全 に 万 全 を 期 す と と も に 、 県 民 の 財 産 で

あ る 所 蔵 資 料 を 守 り 、 保 存 に 適 し た 環 境 を 維 持 す る た め 、

老 朽 化 に 伴 い 動 作 が 不 安 定 と な っ て い た 自 動 火 災 報 知 設

備・非常業務放送設備・入退室管理設備を更新した。  

 

(2) 歴史博物館  

館 内 機 械 設 備 の 運 転 操 作 の 安 定 性 確 保 と 自 動 制 御 機 能

の 保 持 を 図 る た め 、 設 置 か ら 25 年 以 上 が 経 過 し 、 老 朽

化が進んでいる電気系統の中央監視装置等を更新した。  

 

(3) 生命の星・地球博物館  

所蔵資料の展示・保存に適した環境を維持し、来館者  

に快適な環境を提供するため、メーカーによる部品の交  

換や修理対応が終了している中央監視装置及び錆の発生  

により一部運転停止となった空調機器の更新を行うとと  

もに、故障時の交換部品等が供給停止となっているエレ  

ベーターを更新するための実施設計を行った。令和３年  

度には当該工事を行う。  

 

 

 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

供用開始
予定

新棟
10月供用
開始予定

新館

本館
供用
開始
予定

新築工事

基本

設計

改修工事

外壁改修

耐震補強工事

実施

設計
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（スケジュール）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ※ ） 設 備 改 修 工 事 に 伴 い 休 館 予 定  

 

 

 

４　　５　　６ ７　　８　　９ 10　 11　 12 １　　２　　３ ４　　５　　６ ７　　８　　９ 10  11　 12 １　　２　　３

エレベーター
更新工事

令和２年度 　　　　　　　　　　　　　　令和３年度

休館予定※

空調設備
改修工事

改修工事

実施設計

更新工事
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Ⅹ 民俗芸能記録保存調査の計画変更について 

 

１ 経緯 

県教育委員会では、地域の貴重な民俗芸能が失われないよう、現状等を

記録することにより、県内の民俗芸能の保存・継承の基礎資料とするとと

もに、当該芸能の特色を明らかにすることで、神奈川の歴史や文化に対す

る関心を高め、県民の郷土に対する愛着を育むため、平成30年度から「民

俗芸能記録保存調査」を行ってきた。 

 

２ これまでの調査 

県内の複数自治体に所在する７件の民俗芸能を調査対象候補とし、その

中より記録の状況、伝承者や後継者の状況から緊急性、希少性等を考慮し

て、最も優先度が高い「鹿島踊（かしまおどり）」について、平成30年度か

ら３年間かけて調査を行い、令和２年度末に報告書を刊行する予定であっ

た。 

名称 伝承地 

飴屋踊り、万作踊り 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、三浦市、秦野市 

鹿島踊 小田原市、真鶴町、湯河原町 

相模人形芝居 平塚市、小田原市、厚木市、南足柄市 

ささら踊り 
藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、海老名市、 

南足柄市、綾瀬市 

里神楽 横浜市、相模原市、三浦市、厚木市 

一人立ち三頭獅子舞 横浜市、川崎市、相模原市、愛川町 

湯立神楽 横浜市、鎌倉市、藤沢市、三浦市 

※ 「鹿島踊」とは、神奈川県小田原市から静岡県東伊豆町にかけて相模湾沿

岸部に20か所ほど伝わる民俗芸能で、多くが黄金柄杓（こがねびしゃく）な

どと呼ばれる特別な採り物を中心に、白丁（はくちょう）姿の青年が長柄の

幣(へい)を持って踊る。 
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３ 調査の計画変更 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和２年度の「鹿島踊」

はすべて中止となったため、令和２年度に予定していた現地での聞取り調

査等ができなくなった。また、図書館の臨時休館に伴い、文献調査等が大

幅に遅れたこともあり、調査工程の見直しを余儀なくされた。これにより、

報告書の刊行が困難となったため、調査期間を来年度まで延長し、令和３

年度に報告書を刊行する。 

（スケジュール）  

 

４ 「鹿島踊」の次の調査対象 

次の調査については、「鹿島踊」に次いで優先度の高い「飴屋踊り、万作

踊り」としたい。 

※ 「飴屋踊り・万作踊り」とは、飴売りが伝えたという由来を持ち、踊りと段物（芝

居）で構成されている。地域によって「粉屋踊り」とも呼ばれる。 

 

５ 市町村との連携・協力 

個々の記録保存調査について、文化庁からの指導、助言を受けるととも

に、所管地域の民俗芸能に係る現状確認や保存団体との連絡調整などにつ

いて、県と市町村が相互に連携・協力しながら実施する。 

 令和２年度 令和３年度 

（月） 4 ７ 10 １ 4 ７ 10 １ 

当

初 
計
画 

補足調査         

祭礼調査         

報告書作成         

 令和２年度 令和３年度 

（月） 4 ７ 10 １ 4 ７ 10 １ 

変

更

後 

補足調査         

祭礼調査         

報告書作成         

報
告
書
刊
行 

報
告
書
刊
行 
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